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第 3 回研究成果の社会還元促進に関する発表会開催に寄せて 
 

本発表会も、当教育研究社会連携推進室が創設された平成 28 年度から

数えて、今年で 3 回目を迎えました。まだ、成熟するまでには至っており

ませんが、社会に還元できる研究成果を発表できる機会として、内容の充

実に努力をしているところでございます。 

今年度は、基調講演として、同じ女子大学としての先達である奈良女子

大学から才脇教授をお迎えいたしました。「女子大がリードするオープン

イノベーションと未来社会」と題して、将来における女子大学の社会的役

割や社会との繋がりに対する期待等のお話がうかがえると思います。 

また、研究発表に関しては、地域社会の課題でもある「健康・医療」、

「文化・スポーツ振興」、「産業振興・地域活性」の 3 つのテーマを掲げ、

徐々に地域の中での課題解決等に関する報告もできるようになってまい

りました。 

ご参集いただきました皆様方におかれましては、ぜひこの機会に本学の

研究者と交流していただき、今回発表される成果を社会の中で活かす方法

や、また、地域や企業における様々な課題の解決策等を、連携を密に行い

つつ共に考える機会としていただきますよう、お願い申し上げます。 

 

平成 31 年 2 月 22 日 

 

教育研究社会連携推進室 

室長 大坪 明 



【文化・スポーツ振興】

健康・スポーツ科学科
講師　穐原　寿識

（研究テーマ）
マーケティング、消費者行動

【健康・医療】

看護学科
助教　植木　慎吾

（研究テーマ）

ホームページ、症状のある小児のホームケア、多施設共同

健康・スポーツ科学科
教授　長井　勘治

（研究テーマ）

小学生の体力向上（神経系の発達を意図して）、新体力テスト統計処理ソフトの活用

【産業振興・地域活性】

生活環境学科
教授　岩田　章吾

（研究テーマ）

既存建物のリノベーション、住まい方提案、実践を通じた能動的学び

生活環境学科
特任教授　大坪　明

（研究テーマ）
建築設計、住宅団地や地域の再生・活性化

社会科学系学部設置準備室
教授　高橋　千枝子

（研究テーマ）
サービスマーケティング、健康ヘルスケア、女性マーケティング、知的生産サービス

西宮市の食品・飲料産業活性化策に関する一考察
‐研究開発に関する産業界の実態と意向、及び共用の研究開発施設の波及効果‐
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生活環境学科
講師　水野　優子（代表）

（研究テーマ）
人口減少、地方創生、移住促進、定住支援

【健康・医療】　【産業振興・地域活性】
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笑顔が繋がる体幹体操プロジェクト 

‐2018年度の活動報告‐ 

 
穐原寿識 

武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部健康・スポーツ科学科講師 

伊藤勇矢 

一般社団法人X-PORT JAPAN代表 

 

「子どもたちの運動経験の減少は、将来の日本、そして世界にとって重大なリスクを引

き起こす」 そんな危機感から生まれた体操である。子どもたちの姿勢改善と体力強化を

目的とした啓蒙活動プロジェクトとして2016年にスタートした。2018年度は、本学とプロ

ジェクトチームを組み、子どもだけではなく更に大人の腰痛や肩こりの改善、予防、国民

の健康意識の向上、健康寿命を延ばすことを目標とし、その活動の幅を広げることになっ

た。  

一般社団法人X-PORT JAPANと武庫川女子大学健康スポーツ科学部との2018年度の活動報

告である。 

キーワード：健康促進、体幹強化、社会連携、マーケティング 

 

 

1． はじめに 

体幹体操とはケガの予防、関節可動域の拡大、

そして筋力強化のための体幹トレーニングを楽し

みながらできるようにするための体操である。そ

して、運動が苦手な児童でも簡単に参加できるよ

うな工夫を随所にちりばめられた構成になってい

る。体幹の準備運動から上半身のゆっくりとした

動き、ロボットのような細かい動き、心拍数が上

がるような速い動きなど、静と動を織り交ぜなが

ら身体のコーディネーション能力を高めることが

できるのである。 

 

2．体操コンセプト 

①５分でからだが変わる。心が整う。笑顔が生ま

れる姿勢体幹体操。 

②子どもから子どもに。 子どもから大人に。 人

から人へ、未来につなぐ体操。 

 

3．制作背景  

2016年に神戸市東灘区で誕生したこの体操は、 

教育現場で課題視される子どもたちの不良姿勢と

体幹の弱さを整えるべく考案された。難しい事を

簡単に、苦手な事を楽しく、「できない」を「でき

る」に変える体操は自然と笑顔が生まれる。その

目的は子供達の姿勢を整え、健康意識の向上、国

民の健康寿命を延ばすことであった。その活動は 

神戸市の小学校を中心に広がり、各校の児童保健

委員会から全校児童へと広がっている。そこには

強制的に参加させるのではなく、あくまでも自由

参加型で、自主的に子どもたちが参加し、自ら楽

しんでできるような仕組みが組み込まれている。 

 例えば、体幹体操を指導できるリーダーへの昇

級制度、体幹グッズがもらえるスタンプラリーな

ども含まれている。そういったモチベーションの

連鎖によって子どもたちから保護者へそして各地

域へと広がっているといえる。 

 

図表1:体幹体操の基本概念 
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4.本学での取り組み 

 そこで2018年度本学とX-PORT JAPANとのプ

ロジェクトでは、体幹体操のさらなる広がりの為

に、指導マニュアルの制作を行った。体幹体操の

指導における専門性を誰でも指導できるように平

均化することに向かったのである。そこで①簡易

指導マニュアル(ペーパー)、②動画マニュアルとし

て可視化することにした。 

 

図表2:体幹体操マニュアル(指導者用)P.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また体幹体操の啓蒙活動の一環として、公式

Instagram(@taikantaisou2018)の開設と、公式

Twitter (@taikantaisou)を開設し、対外的なプロ

モーションやコミュニケーションアプローチを行

った。そのことによって様々なSNSメディアでの

露出を高めることができたといえるだろう。 

 そして、2018年5月20日神戸祭り2018 にて、唯

一の体操種目として三ノ宮フラワーロードにて実

演され、幼・保・小・大学が連携し注目を集め、

地域市民の健康を推進したといえる。現在では、

東灘区で3000人以上が、この運動に取り組み、西

宮市でもあすなろ学級での演舞や、2018年10月14

日に甲子園ららぽーとでもイベントの開催など各

方面に拡がった一年となった。また、2019年2月

16日にも甲子園ららぽーとにて、体幹体操イベン

ト第二回が行われる予定である。 

 

5.2019年度の課題 

 2018年度は、体幹体操を日本中に広げるにいた

って、その指導マニュアルの制作、コミュニケー

ションツールとしてのSNSアカウント開設、そして

実際に体験してもらうイベントの開催と、マーケ

ティング活動を念頭においた活動となった。ここ

で次年度では、体幹体操の持つポテンシャルや効

能のエビデンスを記録することが必要だと考える。    

そこで本学にあるバイオメカニクス研究所や、

トレーニング室を有効活用し、演舞前、演舞後の

体におきた変化を記録し、その有効性を証明した

いと計画している。 

 

 

【体幹体操に関するお問い合わせ】 

一般社団法人 X-PORT JAPAN 

https://www.facebook.com/kurosupo2014/ 
伊藤勇矢 

xportkobe2014@gmail.com 
 
 

武庫川女子大学健康スポーツ科学部 
穐原寿識 

kazznori-a@hcc6.bai.ne.jp 
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子どものホームケア情報を提供する 

スマートフォン対応ホームページの開設 

～29施設の小児科クリニックと提携した直接的介入～ 

 
植木 慎悟 

武庫川女子大学 看護学部 看護学科 

 

小児科外来でよく見られる子どもの症状に対応する親の看護力向上を狙いとして、ホー

ムケア方法を掲載したスマートフォン対応型ホームページ（HP）を開設した。HPにはURL: 

child-healthcare.jpによってアクセスでき、その内容は、①普段の観察：すぐ受診すべ

き子どもの症状を観察する視点、②受診時のチェック項目：受診時の問診事項、③症状別

の看護方法：発熱・下痢・嘔吐・咳嗽に対する各症状別の看護方法、④食事について：病

気時の食事の基本や献立例、⑤お薬について：内服の工夫や内服を嫌がる子への対処、で

構成される。このHPにアクセスできるQRコードを記載したカードを、提携している29施設

に配布しており、来院した親に医師がそのカードを渡して本HPを直接紹介している。この

試みにより信頼できる情報であると親は認識でき、医療者側もより円滑な診療を運営でき

る構図を期待している。 

 

キーワード：小児、病気、ホームケア、ホームページ 

 

 

1．はじめに 

 

科研費の研究活動スタート支援（16H07372）よ

り助成を受け、小児科外来でよくみられる子ども

の症状に対応する親の看護力向上を狙いとしたホ

ームページを開設した。このホームページの特徴

としては、スマートフォンに対応していること、

親子モデルを起用して撮影した写真を用いて視覚

的にわかりやすい説明内容としていること、コラ

ムと表して定期的に子どもの病気に関連する情報

を提供していることが挙げられる。 

 

1.1. ホームページの内容 

 ①普段の観察：すぐ受診すべき子どもの症状を

観察する視点、②受診時のチェック項目：受診時

の問診事項、③症状別の看護方法：発熱・下痢・

嘔吐・咳嗽に対する各症状別の看護方法、④食事

について：病気時の食事の基本や献立例、⑤お薬

について：内服の工夫や内服を嫌がる子への対処、

で構成される。 

1.2. 広報活動 

 このHPにアクセスできるQRコードを記載したカ

ード（図１）を、提携している29施設に配布して

おり、来院した親に医師がそのカードを渡して本

HPを直接紹介している。 

 

 

 

 

 

 

 

図１．ホームページ紹介カード 

 

1.3. 現在のアクセス状況 

 本ホームページは2018年3月より公開してから

徐々にアクセス数を伸ばし、7月時点で約900件/

日を記録している。更なる認知度の増加と、この

ホームページを足掛かりとした更なる発展性につ

いて検討していきたい。 
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武庫之荘の木造賃貸アパートの学生のデザインによる改修 

3大学（武庫川女子大学 大阪大学 関西学院大学） 

合同プロジェクトにおける成果の報告 
岩田 章吾 

武庫川女子大学 生活環境学部 生活環境学科 

 

GRM5は武庫之荘に建つ木造2階建て12戸の共同住宅（木賃アパート）を2住戸毎にそれぞ

れ1住戸化し、それぞれの住戸を3大学の学生による六様の異なるリノベーションプランを

実際に建築するというプロジェクトである。学生によるユニークな提案が、ステレオタイ

プ化した木賃アパートに新たな住まいとしての価値付けを行った。また、その実現プロセ

スにおいて、重要な役割を学生が担い、実際の建築が関わっている様々な制約と向き合い

ながらデザインすることによって、学生は従来の学びとは異なる実践的学びを経験した。 

 

キーワード：既存建物のリノベーション、住まい方提案、実践を通じた能動的学び 

 

 

1．はじめに 

 

尼崎、西宮周辺には2階建木造共同住宅、いわゆ

る木賃アパートが社会ストックとして多数存在い

ている。しかし、木賃アパートというビルディン

グタイプは、現在のライフスタイルや価値観とず

れがあり、その多くが空き家となっている。これ

らの木賃アパートに今日的な住まいとしての価値

を付与することは、社会ストックの活用という視

点から、今日的価値を有すると考えられる。 

プロジェクトGRM5は、武庫之荘に建つ築33年の2

階建木造共同住宅を関西学院大学、大阪大学、武

庫川女子大学の3大学の学生らが上記のような意

図のもと、リノベーションプランの提案を行い、

それに基づいて実際に改修を行うことで、新たな

集住空間として提案を行うというプロジェクトで

ある。 

 

2. プロジェクトの概要 

2.1. プロジェクトの意義 

本プロジェクトの意義は主に二つ、第一に、上述

した、十分活用されていない社会的ストックとし

ての住居建築の改修による有効活用、第二に、実

際に建設されるプロジェクトによる実践的学びの

場の提供である。 

 

第一の意義においては、学生の新鮮な感性や提

案力の活用によって、ステレオタイプ化した住ま

いのあり方に対する新たな提案が提示されるが期

待されており、第二の意義においては、現実にリ

ノベーションされる物件にその中心的役割として

かかわることで、大学の従来の学びでは、あまり

意識されることの無い、構造、法規、施工、コス

トなどについて意識が及ぶこととなり、設計につ

いてより深い認識を獲得させることが意図されて

いる。 

 

2.2. 対象物件概要および改修の方針 

対象物件 

木造2階建共同住宅（12戸） 

竣工年：昭和60年築 

延べ床面積490㎡ 

住所 兵庫県尼崎市 

敷地は阪急武庫之荘駅から徒歩8分ほどであり、

周囲には、スーパーマーケットやドラッグストア

などが存在し、良好な生活環境である。入居者の

ターゲットは比較的若い子育て世代を想定した。 

 

プロジェクトの方針1：住戸構成 

木賃アパートの不人気の原因のひとつとして、 
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図１ 既存１階平面図 

 

住戸面積が小さいという問題があるため、本プロ

ジェクトでは、2住戸を1住戸へ、12戸あった住戸

を6住戸としてリノベーションし、1住戸あたりの

面積は比較的広いものとした。また、2住戸の1住

戸化のバリエーションとして、6戸のうち4戸をメ

ゾネットタイプ、2戸をフラットタイプとした。（各

大学2物件担当することとし、メゾネット、フラッ

トのいずれのタイプを担当するかは、学生の希望

から、関西学院大学と武庫川女子大学がメゾネッ

トを、フラットタイプを大阪大学が担当すること

となった。） 

 

プロジェクトの方針2：デザインコントロール 

実現を前提としているため、構造上、機能上動か

せない部分などを事前に提示し、その前提で成り

立つものを学生に提案させた。安全性やコストに

明らかな問題があるものは控える一方で、新しい

ライフスタイルへの提案は強く求めた。実際の設

計は設計事務所によって行われるが、デザイン選

定のプロセスに、設計事務所もかかわることで、

学生の意図をできる限り汲み取れるもらえるよう

配慮した。また、学生には基本設計だけでなく、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な詳細や、材料の選定などにも責任を持って

かかわらせること、施工監理やそのプロセスにお

ける調整業務に立ち合わせ、意見を求めることで、

実際の建築設計プロセスへの理解を深めるよう配

慮した。 

 

3．デザイン決定のプロセス 

3.1. 案決定まで 

多大学合同のメリットとして、多様な価値観の

共有、人的ネットワークの構築などが上げられる。

本プロジェクトにおいては、このメリットを活か

すべく、キックオフ、中間発表、最終発表の３つ

のミーティングを持ち、各大学の教員が、他大学

の案などにコメントを加えるなどの機会を設けた。

また、本学においては、より多様な案から最良の

案を選ぶべく、3,４年生2～４名で構成される7チ

ームによる７案から２案を選ぶこととした。案の

決定には、各大学教員、設計事務所、事業主によ

る討議により決定した。 

 

3.2. 案決定以降 

案決定後は、教員による実施に向けてのフォロ

ーアップを行った。内部の造作などについては、

学生にイメージしているものを理解したうえで、 
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図２ 武庫川女子大学最終提案（A2案） 

 

そのニュアンスを図面化していくセンスが要求さ

れる。本学においては、実施経験の豊かな教員が

フォローアップに当たったが、そういった教員が

いない大学もあり、その場合、ディティールが若

干「やぼったく」なる傾向があったように思う。

このような場合の進め方については今後検討の余

地があるように思われる。 

 

4．考察と今後 

本プロジェクトにおいては、木賃アパートの空

間的ポテンシャルを拡張するという点においては、

ある程度までの成果があったといえるであろう。

ただし、このことは、プロジェクトを提供くださ

った事業主が、事業性を厳しく追求することなく

対応いただいたため実現できたという側面が大き

い。その点において、既存ストックの活用の方策

としては、課題が残ったということができる。 

その一方で、学生に対する教育効果としては、

非常に効果があったと考えている。上記の様な課

題を踏まえた、継続的検討の機会を得あられるよ

う今後のあり方を検討したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

図３ A2案完成写真 
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西宮市の食品・飲料産業活性化策に関する一考察 

-研究開発に関する産業界の実態と意向、及び共用の研究開発施設の波及効果- 

 
教育研究社会連携推進室長 特任教授 大坪 明 

社会科学系学部設置準備室 教授 高橋 千枝子 

 

西宮市では、食品産業が事業所数及び販売額において卓越的であり、また酒類を中心とする飲

料製造業も伝統産業としてブランド力を有している。これらの産業を、隣接する神戸市の「健

康創造都市」構想と連携させ、「健康に資する飲食料品産業」を、西宮市を活性化させる基盤と

位置づけ、この強化のために市と産業界が共同で研究機関を設立するものとする。同時に、西

宮市において卓越的に数が多い高等教育機関（大学）がこの研究機関の研究及び新規の起業等

を支援し、新たな「知」や「製品」、更には「起業」の創出に繋げるという方策に関する、産業

界の意見と、同方策の波及効果を検証した結果、西宮市の産業活性化に資することが判明した。 

 

キーワード：西宮市、産業活性化支援、食品産業、共同研究機関設立、健康食品 

 

1. 研究の背景と目標 

本学が立地する西宮市は、「文教住宅都市」を標

榜しており、平成 29 年 3 月に改定されたマスタ

ープランでも、市民の「暮らし」や都市核として

の「商業・業務地」整備に関する記述はある。し

かし、「産業」に関する記述が希薄であり、都市の

活力の源泉である産業をどの様にするかという将

来展望が余り見当たらない。また、平成 24 年度

に策定された第二次産業振興計画では、「ものづく

り産業の高度化を図る」と述べられているが、残

念ながら、将来展望を描くにあたり、市内のどの

分野の産業を伸ばそうとしているのかが不明確で

あった。第 4 次総合計画では、都市型観光の振興

として、日本酒や洋菓子の様な阪神間都市に共通

の資源を近隣諸都市及び鉄道事業者と連携して活

用する。また、産業振興に関しては、「産学官連携

による西宮ブランド産品創造事業」において、「市

内中小企業と市内大学が連携した取り組みを行い、

販路拡大を見据えた商品開発等事業経費を補助し

て、市内産業の稼ぐ力を高め、競争力強化を図る。」

とされている。そして平成 29 年度ではそれぞれ

に 1 千万円と 1.5 千万円の予算が計上された。確

かに後者に関しては本学にも市の産業文化局から

数社の事業に関して協力の依頼があり、いくつか

の研究室が協力をしている実態がある。 

 だが西宮市では産業施策に関して、隣接する尼

崎市の様に「ものづくり」を中心にした街づくり

を展開する、または神戸市の医療と産業を結びつ

けた新規産業を興して街づくりを進める、と言っ

た展望を持つでもなく、産業振興策が貧弱である。

今後、都市活力を生み出すためには、自治体とし

て市民の安全で快適な居住を保証するだけでなく、

「産業」に関する明確な展望が必要である。 

本研究では、西宮市で出荷額や事業所数におい

て卓越的な産業で、かつ、近隣都市との関係で伸

ばすことが好ましい産業を抽出し、その産業の活

性化策とその効果を検証することを目的とする。 

 
2. 研究の方法 

研究の方法は、先ず統計データから、近隣の阪

神間都市と西宮市の産業構造の違いを明らかにす

る。同時に西宮市の産業振興計画における、産業

振興の方向性を確認する。ついで、同じく統計か

ら西宮市において事業所数（又は従業員数）及び

製造品出荷額が卓越的な産業に関し、近隣都市の

産業振興策と連携する意義の程度に関して検討を

加え、近隣都市の産業振興策とも連携して、西宮

市で活性化し得る産業を抽出する。そして、西宮

市産業振興計画に合致する市内同産業の振興の方

策を明らかにし、その方向性の市内同産業の意向
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を探る。併せて、同方策の波及効果を確認する。 

 

3. 近隣都市との比較による西宮市産業の特徴 

近隣の都市と西宮市の第 1 次・第 2 次・第 3 次産

業における人口 1 人当たりの生産額の比較が図-1

で、産業大分類別の生産額の比較が表-1 である。 
 

 

 

そして、表-1 より西宮市の産業大分類別生産額の

割合を図にしたのが図-2 である。 
 

 

 

これらから、西宮市では第 3 次産業が卓越的で、

中でもサービス業が約 30％と多いことが分かる。

一方、第 2 次産業の割合は「文京住宅都市」なの

で少ないが、製造業が 8％近くあるのも特徴だ。

以下で、サービス業及び製造業の詳細を確認する。 

サービス業の中で西宮市の特徴を表しているも

のとしては、「学術研究、専門・技術サービス業」

中の「学術研究」、及び「教育、学習支援」中の「学

校教育」がある。これらに関する阪神間都市での

比較が図-3 及び図-4 である。 

 
 

 
図-3 では、「ものづくり」に強い尼崎市と「医療

産業都市」を標榜する神戸市において、人口 1 万

人当たりの「学術研究」の従業員数が突出してい

るが、西宮市では其の両市と比べると産業面で従

事する人の数が極めて少ないことが分かる。 

 

 
 

 

一方、図-4 の「学校教育の従業員数」に関しては、

西宮市と三田市が突出して多い。西宮市において

この中身を詳細に見たのが図-5 である。 
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図-1 阪神間都市の第 1～3次産業の人口 1人当り生産額 
出典：平成 26年度兵庫県統計課「市町民経済」よりグラフ化

人 

人 

図-2 西宮市の産業大分類別生産額の割合 

出典：平成 26年度兵庫県統計課「市町民経済」よりグラフ化 

図-3 阪神間都市の｢学術研究｣人口 1万人当たり従業員数 
出典：平成 26 年度経済センサスよりグラフ化 

図-4 阪神間都市の｢学校教育｣人口 1万人当たり従業員数 
出典：平成 26 年度経済センサスよりグラフ化 

図-5 西宮市の学校教育内容別従業員数(H21､24､26 年) 
出典：平成 21・24・26 年度経済センサスよりグラフ化 
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図-5 では高等教育機関の従業員数が 5～6 千人と

突出して多いのが大きな特色だが、関西学院大学、

聖和短期大学、神戸女学院、甲南大学、甲子園短

期大学、大手前大学、兵庫医科大学、武庫川女子

大学及び同短期大学部と、高等教育機関が多数立

地しており、図-3 で「学術研究」従事者が西宮市

において少なかったのは、大学が「学術研究」の

大部分を担っているからとも推察される。 

 

4. 西宮市の製造業の特徴 

西宮市の製造業の業種別製品出荷額を平成 21

年度と平成 26年度について図-6にグラフ化した。 

 

 
 

 
図-6 では、食料品及び飲料が西宮市で卓越的なこ

とが分かる。但し、飲料出荷額に関しては H21

年度より H26 年度が 1/3 以下なのは、H22 年度

にアサヒビールが西宮市から撤退したことによる。 

 食料品や飲料の製造が卓越的ではあるが、企業

規模を見ると、平成 29 年度の工業統計から食料

品製造の事業所数 49 社、従業員総数 5,463 人で

あり、伊藤ハムや加藤産業の本社があるとはいえ、

1 事業所当たり平均 100 名の規模であり、大半が

中小規模の事業者である。同様に清酒製造の事業

所数 5 社で従業員総数 865 名であり、こちらも 1

社当たり170名程度の中小規模が大半であること

が分かる。（従業員数にパートや契約社員等の非正

規社員も含まれていると考えている。） 

5. 第 2 次西宮市産業振興計画 

平成 24 年度に作成された「第 2 次西宮市産業

振興計画」では、 

 
他産業の市内の従業者数、市内総生産、事業所数を比較

すると、製造業のシェアは必ずしも高くありませんが、

依然として相応の雇用吸収力、付加価値創造力があるも

のと考えられます。（中略） 

また、飲料・食料品製造業については、物流面も含めて

市内で取引する傾向が相対的に高く、市内での連関構造

を有していることから、経済波及効果をより一層高めて

いくためにも、企業間の連携促進や関連業種の立地等を

進めていくことが望まれます。1) 

 

とされており、更に同振興計画の施策における「も

のづくり産業の競争力強化」に関しては、 

 
本市の特色である食料品・飲料をはじめとして、市内に

立地するものづくり産業の研究開発力、技術力を高める

ことによって、より一層、ものづくり産業の競争力を強

化していくことが求められます。2) 

 

と述べられており、研究開発力・技術力強化が施

策として掲げられている。 

隣接する尼崎市には、この研究開発力・技術力

強化の目的で、レンタルの実験室や研究室あるい

はオフィス及びブース型のオフィスと、共用の会

議室等を備えたリサーチ・インキュベーションセ

ンター（延面積 12,355 ㎡）が、尼崎市・兵庫県・

日本政策投資銀行・市内企業・商工会議所・工業

会の出資で設立された㈱エーリック（資本金約 25

億円）によって整備されている。 

しかし、残念ながら西宮市には、第 2 次西宮市

産業振興計画に研究開発力の強化が掲げられてい

るにもかかわらず、その様な施設整備の機運が未

だにみられない。 

 

6. 西宮市産業の特徴を活かす活性化の方策 

前述した第 2 次西宮市産業活性化計画でも述べ

られている様に、「食料品・飲料を中心として、市

内に立地する製造業の研究開発力、技術力を強化

していく」と同時に、隣接する神戸市が掲げる「医

図-6 H21・26 年度の西宮市の製造業種別生品出荷額 
出典：平成 21・24 年度西宮市製造業出荷額よりグラフ化 
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療産業都市」と連携した「健康づくり」に資する

健康食品・健康補助食品等を、西宮市の食品・飲

料製造産業の発展を支える新基軸に据え、既存及

び新規企業がその方面の研究開発力を強化するこ

とが、西宮市の産業を伸ばすのに有効だと仮定し

てみた。それにはやはり、尼崎市の様に産官あげ

た産業振興の取り組みが必要であろうと考えた。 

しかし、3 で述べた様に西宮市内の食品・飲料

製造業の事業者の規模はそれほど大きくはない。

従って、個別企業が研究開発の部署を大幅に強化

するのは困難と考えられる。そこで、研究開発に

必要だが、専門的過ぎて利用頻度が高くなく、ま

た高価な分析装置や加工装置を共同で利用できて、

かつ各企業独自の研究開発や製造実験ができる個

別の研究開発室を備え、併せて起業に役立つと期

待できる小規模ラボを備えた、賃貸の小規模研究

施設を官民共同で整備すると想定してみた。 

〇概要 

 個別企業用研究開発室 50 ㎡×3 室＝150 ㎡ 

     同      30 ㎡×5 室＝150 ㎡ 

 小規模ラボ 16.6 ㎡(約 10 帖)×6 室＝100 ㎡ 

 共用分析室+研究室・準備室＝80 ㎡ 

 共用会議室＝50 ㎡ 

 事務室ロビー廊下便所等共用部＝130 ㎡ 

合  計     660 ㎡（200 坪） 

〇整備費用(土地は阪神電鉄連続立体の高架下を

借用し、鉄骨造平屋で軽量の建物として安価に

建設すると想定。) 

 工事費(含設備費)200 坪×80 万/坪＝1.6 億円 

 分析や加工装置 0.4 億円 

合  計＝約 2 億円 

西宮市が商工会議所等と共同で第三セクターを設

立し、建設・運営を行う。 

この新規の研究開発機関と、西宮市において特

に数が多い、サービス産業における学校教育の中

の高等教育機関が連携して、食品・飲料製造産業

が「健康食品・健康補助食品の開発」という新基

軸を伸展させる様に機能することが望まれる。そ

のためには、新規研究開発機関と大学、及び企業

と大学の共同の研究開発に対して、大学側の知的

貢献に対する対価も含めて、支援する仕組みが必

要である。 

7. 企業の意向調査 

前述の方策で述べた研究施設の整備に関して、

食料品製造及び飲料製造やそれらを取り扱う事業

者で、西宮商工会議所の会員 50 社に対して、各

企業の研究開発に関する実態や、6.で想定した研

究開発施設に関する意向を、アンケートで調査し

た（平成 30 年 8 月 10 日～9 月 25 日）。アンケー

ト調査票を参考資料に添付する。回答は 19 社か

ら得られ、回答率は 38%であった。各企業の回答

一覧を表-2 に示す。 

7-1.全体での集計・分析 

回答企業の業種別企業数・割合及び研究開発状

況別企業数・割合を表-3 に示す。 

更に各社の研究開発の状況及び健康機能製品の

開発の状況を表-4 に示す。新製品開発を自社で行

う 15 社の内、基礎研究から行うが 8 社、基礎は

無理だが新製品開発は自社が 7 社、開発のアイデ

アの外部委託が 1 社である。 

健康機能製品の開発は、既に実施している企業

が 7 社あり 37％程だが、計画中といずれ実施を含

めると 13 社で 70％近くになる。しかし健康機能

食品の開発を特に考えていないが 1/3 近くもある。

男女とも多くの世代が健康志向になっていること、

また、医食同源であることを考えると、「健康」は

消費者に訴求する大きなテーマであるので、商品

開発に取り込む意識が必要である。 

 
表-3 業種別企業数、研究開発状況別集計 

業種 企業数 ％ 研究開発状況 企業数 ％ 
畜産食糧 3 15.8 自社所有 8 42.1
水産食糧 3 15.8 自社+外部 1 5.3
精穀・製粉 1 5.3 自社に無し 7 36.8
その他食品 3 15.8 外部委託 1 5.3
酒類 5 26.3 その他 2 10.5
複合 3 15.8   
その他 1 5.3   

計 19 100.0 計 19 100.0

 

表-4 研究開発内容別、健康機能製品開発意向別集計 
研究開発の内容 企業数 ％ 

基礎研究～製品開発 8 42.1 
基礎研究は無理・新製品の開発は自社 7 36.8 
アイデアは外部委託・具現化は自社 1 5.3 
NA 3 15.8 

計 19 100.0 

健康機能製品開発状況 企業数 ％ 
既に実施 7 36.8 
現在計画中 1 5.3 
いずれ実施 5 26.3 
特に考えていない 6 31.6 

計 19 100.0 
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共用の研究開発施設の必要性に関する意向、及

びその利用方法についての意向を表-5 に示す。必

要性に関しては、30％余りの企業がぜひ欲しい又

は自社で購入が困難な高度な装置があればぜひ欲

しいと答えているが、要・不要は不明が半数近く

もある。しかし、利用方法を見ると、1 社が研究

開発に利用、9 社が共用の実験・加工等の施設を

活用、1 社が小規模ラボを利用する意向を持ち、

60％近い企業に利用意向がある。 

 
表-5 研究開発施設の必要性別集計 

研究開発施設の必要性 企業数 ％

ぜひ欲しい 5 26.3 
自社購入困難な装置があればぜひ欲しい 1 5.5 
要・不要は分からない 9 47.4 
不要 4 21.1 

計 19 100.0 

研究開発施設の利用方法 企業数 ％ 
自社情報が洩れないなら研究開発に活用 1 5.3
自社でできない実験･解析･加工等に活用 9 47.3
新商品開発に小規模ラボを活用 1 5.3
NA 8 42.1

計 19 100.0 

 

7-2.企業規模別集計・分析 

以下に、これを企業規模別で集計してみる。回

答企業の規模別企業数と割合を、表-6 に示す。 
 

表-6 回答企業の規模別企業数・割合 
 

 
研究開発機能に関して表-7 に示す。100 人以上

の企業は、全社が社内に研究開発部署を持つが、

それ以下の規模では全社（全体の 60％近く）が自

社に研究開発部署を持たない。その中で、2 社（2

割程度）は必要に応じて外部委託している。「その

他」の中では、「製造責任者が開発する」という社

が 1 社あった。小規模事業者の中には、開発が製

造責任者に任されることが多いのかもしれない 

 
表-7 研究開発機能に関する規模別集計 

         企業規模 
研究開発状況 

100 人以上 99～30 人 29 人以下

企業数(%) 企業数(%) 企業数(%)
自社所有 8(100.0)   
自社+外部    
自社に無し  4(66.7) 3(60.0) 
自社に無く必要に応じて外部委託  1(16.7) 1(20.0) 
その他  1(16.7) 1(20.0) 

計 8(100.0) 6(100.0) 5(100.0)
 

研究開発内容に関して表-8 に示す。100 人以上

では 5 社が基礎研究･製品開発とも、3 社が基礎研

究は無理だが新製品は自社開発している。99～30

人、29 人以下の企業は、基礎研究・製品開発が各

1 社、基礎研究は無理だが新製品は自社開発が、

前者で 3 社、後者で 2 社ある。 
 
表-8 研究開発内容に関する規模別集計 

          企業規模
研究開発内容 

100 人以上 99～30 人 29 人以下

企業数(%) 企業数(%) 企業数(%)
基礎研究・製品開発 5(62.5) 1(16.7) 1(20.0) 

基礎研究はできないが新製品自社開発 3(37.5) 3(50.0) 2(40.0) 
新製品のアイデアは外部、自社具現化  1(16.7)  
NA  1(16.7) 2(40.0) 
計 8(100.0) 6(100.0) 5(100.0)

 

健康機能製品の開発の状況を表-9 に示す。大規

模企業ほど積極的で、100 人以上では 5 社が「既

に実施」又は「計画中」で、更に 2 社が「いずれ

実施」としている。99～30 人では、1 社が「既に

実施」し半数が「いずれ実施」としている。しか

し、29 人以下では、2 社が「既に実施又は計画中」

だが、3 社は「特に考えていない」としている。 
 
表-9 健康機能製品の開発に関する規模別集計 

          企業規模 
健康機能製品の開発 

100 人以上 99～30 人 29 人以下

企業数(%) 企業数(%) 企業数(%)
既に実施 4(50.0) 1(16.7) 2(40.0) 
現在計画中 1(12.5)  
いずれ実施 2(25.0) 3(50.0)  
特に考えていない 1(12.5) 2(33.3) 3(60.0) 

計 8(100.0) 6(100.0) 5(100.0)

 

共同研究施設設置に関する意向を表-10 に示す。

100 人以上の企業で「ぜひ欲しい」社は 1 社で、

「要･不要はわからない」が 5 社と多いが、利用

方法で「自社情報が洩れないなら」「自社で出来な

い実験･解析･加工等に活用」が合計 5 社あり活用

意向を持つと考えられる。また「その他」の 1 社

は、利用意向が「自社情報が洩れず、自社で出来

ない実験･解析･加工等ができるなら活用」なので、

条件が整えば利用したい企業は 8 社中 7 社と大半

が同施設の要望があると考えられる。99～30 人で

は「ぜひ欲しい」が 2 社、「要･不要はわからない」

で利用方法も NA が 2 社である。一方、29 人以下

では「ぜひ欲しい」が 2 社、「要･不要はわからな

い」も 2 社だが、この内 1 社は「小規模ラボを借

用」意向を持ち利用意向ありと考えられる。従っ

て 29 人以下では 3 社に共同研究施設の設置要望

がある。全体で設置要望は 12社にあると言える。 

企業規模 企業数 ％ 
100 人以上 8 42.1 
99～30 人 6 31.6 
29 人以下 5 26.3 

計 19 100.0 
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表-10 共同研究施設設置に対する意向の規模別集計 
          企業規模 

共同研究施設設置意向 
100人以上 99~30 人 29 人以下

企業数(%) 企業数(%) 企業数(%)
ぜひ欲しい 1(12.5) 2(33.3) 2(40.0) 
要・不要はわからない 5(62.5)  2(40.0) 
不要 1(12.5) 2(33.3) 1(20.0) 
その他 1(12.5) 2(33.3)  

計 8(100.0) 6(100.0) 5(100.0)
 

共同研究施設の利用方法の集計を表-11 に示す。

これからは、大企業は自社に研究開発室を持つの

で、研究開発室を借用する必要が余り無いが、「自

社で出来ない実験・解析・加工等に活用」要望が

9 割弱ある。99～30 人の中規模企業の利用意向が

今ひとつ不明だが、前項で 1/3 が「ぜひ欲しい」

という希望を持ち、それらの企業は自社に研究開

発部署を持たないので、「自社専用の研究開発室借

用」の可能性が高いと推察できる。また、29 人以

下では NA が 2 社で、その内 1 社は共同研究施設

の設置は「不要」と回答しているが、もう 1 社は

「要・不要はわからない」と回答している。この

様な回答者は他社が利用してその効果が出ると、

「利用」に転ずる可能性があるだろう。 
 
表-11 共同研究施設の利用方法に関する規模別状況 

          企業規模 
共同研究施設利用方法 

100 人以上 99～30 人 29 人以下

企業数(%) 企業数(%) 企業数(%)
自社情報が漏れないなら活用 1(12.5)  
自社の情報漏えい無いなら自社で出
来ない実験・加工等に活用 

2(25.0)  

自社で出来ない実験・加工等に活用 4(50.0) 1(16.7) 2(40.0) 
共同実験室脇に自社研究開発室借用    
新商品開発用に小規模ラボを借用   1(20.0) 
NA 1(12.5) 5(83.3) 2(40.0) 
計 8(100.0) 6(100.0) 5(100.0)

 

これらの結果からは、共同研究施設を条件が整

えば利用したい企業は全体の半分以上にのぼり、

この様な施設に対する要望は大きいということが

できる。特に規模が大きく、自社に研究開発部署

を持っている企業の 9 割近くが、「自社で出来な

い実験・解析等に活用したい」という要望を持っ

ている。そして、健康機能製品の開発に関しても、

「既に実施」「計画中」「いずれ実施」を合わせて、

全体の 7 割弱が関心を持っており、この方面を強

化するのであれば、実験・分析・加工等の機能が

強化される必要がある。一方、貸研究室に関して

は、小規模企業 1 社が使いたいという要望を持っ

ていたものの、大企業は自社に研究開発部署を持

つので、貸研究室の必要度は低い。そして、「共用

の実験・解析装置の傍に自社専用の研究開発室を

借用したい」という希望を明確に示した企業は無

かった。従って、もしこの様な共同研究施設を設

けるとしても、貸研究室の必要性は余りないこと

が分かった。しかし自由記述において、「他企業と

共同で試験・研究ができるマッチングの機会があ

れば嬉しい」や「設備面の提供だけではなく、新

機軸をサポートする設備と機能が欲しい」という

回答があり、アイデアの提供や企業相互のペアリ

ング等のコンサルタント的機能も求められている

ことが分かった。 

そこで施設内容を、当初想定から以下のように

改訂する。 

〇改訂概要 

 個別企業用研究開発室 50 ㎡×2 室＝100 ㎡ 

     同      30 ㎡×2 室＝60 ㎡ 

 小規模ラボ 20 ㎡(約 10 帖)×2 室＝40 ㎡ 

 共用分析室+研究室・準備室＝150 ㎡ 

 共用会議室＝50 ㎡ 

 事務室ロビー廊下便所等共用部＝100 ㎡ 

合  計     500 ㎡（151 坪） 

〇改訂整備費用(土地は阪神電鉄連続立体の高架

下を借用し、鉄骨造平屋で軽量の建物として安

価に建設すると想定。) 

 工事費(含設備費)151 坪×80 万/坪＝1.2 億円 

 分析や加工装置 0.6 億円 

合  計＝約 1.8 億円 

 

8. 資金調達の方策 

ところで、この様な施設の整備費をどの様に調

達するかが問題になる。先ず、市と商工会議所が

第三セクターを設立し、資金を拠出するが、一方

でクラウドファンディング等の手法を用いて、広

く市民からも資金を調達することも検討する必要

がある。しかし、基本となる資金が必要なので、

公的な融資制度などを検討する。 

8-1. 地域産業創造基盤整備事業の低利融資 

公的融資としては、独立行政法人中小企業基盤

整備機構の地域産業創造基盤整備事業による長期

（最大 20 年）・低利（H30 年度実績 0.5％）融資

があるので、これの獲得を考える。これには、表

-12 に示す要件がある。 
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表-12 地域産業創造基盤整備事業の要件 

（1） 事業実施主体及び貸付対象となる事業 
実施主体が第三セクター、商工会、商工会連合会、商工会議所、日本商工

会議所又は市町村である、次のもの 
① 都道府県や市町村が作成する地域産業の創造に関する計画に基づき、

特定中小企業団体*の組合員又は特定中小事業者**等の新商品や新技

術開発、需要開拓、情報の収集･処理･提供等を支援、又は事業開始 3
年以内や新分野に進出する特定中小企業団体の組合員等又は特定中

小企業事業者等の円滑な事業遂行を支援する起業化支援センター、技

術開発センター、研修センター等の基盤整備事業を行う第三セクタ

ー、市町村 
② 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第 8

条第 2 項に規定する認定基盤施設に基づき、上記①の事業を実施する

商工会等又は第三セクター 

以下省略 

（2） 事業実施主体に係る要件（省略） 

（3） 対象となる施設の範囲 
起業化支援センター、技術開発センター、研修センター等の地域

産業おこしの基盤施設。なお、次の場合は、当該施設を利用する

者が一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うこと

が必要、それ以外の場合は当該施設を利用する者が一の施設に集

合して事業を行う必要がある。 
① 事業開始後 3 年以内又は新分野進出を行おうとする特定中小企業団

体の組合員等又は特定中小企業事業者が（1）①の第三セクター又は

市町村が整備する施設に一定期間入居し事業を行う場合 
② 事業開始後 3 年以内又は新分野進出を行おうとする特定小規模事業

者＊**が（1）②の第三セクター又は市町村が整備する施設に一定期間

入居し事業を行う場合 

（4） 中小企業者の利用割合 

中小企業者の利用割合については、施設利用者の 2/3 以上が、特

定中小企業団体の組合員等又は特定中小事業者等であること。た

だし、（1）②の商工会等又は第三セクターが整備する施設につい

ては、利用者の 2/3 以上が特定小規模事業者であること。 

（5） 貸付対象施設 

貸付対象となる施設は、土地、建物、構築物、設備であって、資

産計上されるもの 
出典：独立行政法人中小企業基盤整備機構、「高度化事業ハンドブック」、
平成 30 年 4 月、pp.41-42 より要約 
*：特定中小企業団体：上記ハンドブック p.11 の定義による。 
**：特定中小企業事業者：同上による。 
***：特定小規模事業者とは、小規模事業者支援促進法第 2 条に規定する
小規模事業者であるものをいう 

 

8-2.経産省 戦略的基盤技術高度化・連携支援事業 

 8-1 は融資で返済を伴うが、補助金の可能性も

考えてみる。経済産業省には、ものづくり高度化

法の認定を受けた中小企業・小規模事業者又は地

域未来投資促進法の承認を受けた中小企業・小規

模事業者（以下「法認定事業者」）による、ものづ

くり高度化法に基づく 12技術分野（食品・飲料品

製造の分野では「バイオに係る技術」が該当する）

の向上につながる研究開発、その試作等の取組み

を支援する、標記補助事業がある。これは、中小

企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関

等と連携して行う、製品化の可能性の高い研究開

発、試作品開発等及び販路開拓等を一貫して支援

するもので、表-13 の要件がある。 

表-13 戦略的基盤技術高度化支援事業の要件と補助対象 

応募対象者 
・事業管理機関、研究等実施機関を含む 2者以上で共同体を構成

し、ものづくり高度化法の認定又は地域未来投資促進法の承認

を受けている必要がある。 

・事業管理機関は、研究開発計画の運営管理、共同体構成員相互の調整を

行い、研究開発成果の普及等を主体的に行う者。 

・研究等実施機関は、研究開発等を実施する研究者が所属する大企業、中

小企業、NPO,大学・公設試*等又は個人事業者。 

応募対象事業 
・ものづくり高度化法第 3 条に基づき経産大臣が定める「特定ものづくり

基盤技術高度化指針」を踏まえ、ものづくり高度化法第 4 条の認定（同

法第 5 条の変更認定を含む）を受けた特定研究開発計画、又は地域未来

投資促進法第 13 条の承認を受けた地域経済牽引計画を基本とした研究

開発等の事業 

補助対象経費 
・設備備品費：当事業の遂行に必要な機械装置及び備品、機械装置に付随

する備品の制作・購入に要する費用。機械装置・備品の製作・設置に付

帯する設備工事、保守・改造・修理等、及び機械装置備品の加工等の外

注に要した費用 

・人件費・謝金：事業に直接従事する研究員・管理員の人件費、補助員雇

上費、委員やアドバイザー及び共同体外部の地権者から技術指導の謝金

・旅費：研究員、管理員、委員等の旅費交通費・滞在費、アドバイザーや

知見者の技術指導で支払われる旅費交通費・滞在費 

・その他：原材料の再加工･設計･分析･検査等の外注費、印刷製本費、会

議費、運搬費、その他技術導入・通訳・翻訳・調査等に要する費用 

・委託費：事業の遂行に必要な調査等を構成員以外に委託す経費 
・間接経費：事業実施上の管理等に必要な経費。上記の 30％以内 
出典：経済産業省、「戦略的基盤技術高度化・連携支援事業 公募要領」、
平成 30 年 3 月、pp.2-11 
*：公設試とは、高等専門学校､大学共同利用機関､国立研究開発法人､独立
行政法人及び地方独立行政法人で､試験研究に関する業務を行うもの､国及
び地方高級団体の試験研究機関等､公益社団法人､公益財団法人､商工会議
所､商工会､中小企業団体中央会､TLO､第三セクターのことをいう 

 
但し、本支援事業の対象となるためには、事業管

理機関(例えば商工会議所)と研究等実施機関(当該

第三セクター)が共同体を構成し、かつ、研究開発

計画を策定して、ものづくり高度化法の認定又は

地域未来投資促進法の承認を受ける必要がある。

そのためには、研究開発の達成目標及び達成年度

の想定等、相当周到な研究計画の策定を要し、参

画企業の具体的な新商品開発計画と相当な協力が

無いと申請すらできないことになる。企業の秘匿

する情報を開示することにもなるので、企業側に

とってもハードルが極めて高い。 

 
9. 経営のシミュレーション 

 運営の実現可能性を検証するために、多くの仮

定の上にではあるが、8-1 の融資を 1 億円受ける

(3 年据え置き、20 年返済、年利 0.5%)として、以

下に収支を計算してみた(8-2 の補助金は魅力的だ

が、個別企業が具体的な製品開発計画を必要とす

るので、ここでは利用しないことにした)。賃料や

共益費は、隣市の尼崎リサーチ・インキュベーシ
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ョンセンターの事例での金額、光熱水費は、恒川･

松岡･谷口の「大学における施設運営費ベンチマー

キングに関する研究」3)における、私立理系大学

の値、維持管理費に関しては同じく私立大学の最

低値を参照した。なお、検査分析費用は、民間検

査機関の、栄養表示(重量法)＠43,000 円、栄養表

示(HPLC 法)＠90,000 円、マウスを用いた効果確

認＠200,000 円～を参考にしている。 

〇収入 

 研究開発室利用料（空室率 1 割） 
200㎡×3,400×12×0.9＝7,344千円/年 

（賃料 2,240+共益費 1,160＝3,400 円/㎡月） 

 検査分析費（件数は全くの想定） 
43,000 円/件×15 件/月×12 月＝7,740 千円/年 

90,000 円/件×10 件/月×12 月＝10,800 千円/年 

200,000 円/件×4 件/月×12 月＝9,600 千円/年 

小 計 28,140 千円  

 会議室使用料 
1,000 円/時×60 時間/月×12 月＝720 千円/年 

 コンサルタント収入 
500,000 円/件×2 件/月×12 月＝12,000 千円/年 

収入合計 48,204 千円/年 

○支出 

 人件費 
研究員 4,000 千円/年×2＝8,000 千円/年 

研究分析補助員 3,000 千円/年×3=9,000 千円/年 

実験助手 2,500 千円/年×3＝7,500 千円/年 

事務員 3,000 千円/年×2＝6,000 千円/年 

 光熱水費 2,700+維持管理費 2,700=5,400 円/㎡年 

5,400 円/㎡年×500 ㎡=2,700 千円/年 

 借地料 4,000 千円/年と仮定して 

 返済 5,300 千円/年（利息を含め平均） 

 その他間接経費 6,000 千円/年 

 支出合計 43,200 千円/年 

と仮定すると、年間500万円程の余剰金が出るが、

初期投資の建設費の回収は時間を要することが判

る。また人員も、研究員 2 名と研究分析補助員･

実験助手各 3 名、事務員 2 名という少人数運営が

必要である。ここで研究員は、大学や企業の退職

者を充てることで人件費を抑制している。事務員

の 1 名を、返済完了まで商工会議所からの出向職

員が代行する様な支援があれば、その分の人件費

を検査機器の更新に回せる。いずれにせよ、本市

の食品･飲料産業が活性化に対する投資なので、波

及効果があれば良いと考えておく必要があろう。 

 
10. 上記手段を採用した際の波及効果 

以下に、健康に資する飲食料品産業を活性化･

強化するために、市と産業界が共同で研究機関を

設立する場合の波及効果を考察する。 

 アンケート結果より共同研究施設の設置に関し

て条件が整えば利用したい企業は回答企業 19 社

の内 12 社(63%)であった。本アンケートは西宮商

工会議所会員のうち食料品製造及び飲料製造事業

者 50 社を対象に調査したが、西宮市工業統計(平

成 29 年)で食料品及び飲料･たばこ･飼料(清酒製

造含む)に関する事業者は 47 社であり、本調査対

象 50 社は西宮市の飲食料品製造業のほぼ母集団

とみなせるだろう 4）。本アンケートの回答率は

38%であったが、アンケート結果(標本調査結果)

が母集団(≒西宮市の全ての飲食料品製造業)と同

傾向だとの前提をおくと、共同研究施設の設置に

関し、条件が整えば利用したい企業は 31 社(50 社

×63%)と推計できる。アンケート回答時点で前向

きな設置意向がなくても、他社の利用で何らかの

成果が出れば利用に転じる企業も増えると思われ

る。以上、設置意向に関して条件はあるものの、

現時点で 31 社もの利用候補企業数が想定でき、

成果次第ではその企業数も増える可能性がある。 

共同研究施設設置の波及効果で最も期待される

のは、健康に資する飲食料品の研究開発力向上に

よる新製品開発及び市場導入を通じた産業振興･

地域活性化である。それは単に共同研究施設を利

用する飲食料品製造事業者の収益向上のみならず、

これら飲食料品製造事業者の生産設備投資や、関

連産業への波及効果も期待できる。また従業員の

所得向上や雇用増加にもつながる為、家計消費効

果も期待できる。最終的には本市にとっては税収

効果も期待できるだろう。これらは貨幣的価値と

しての期待成果であるが、非貨幣的価値として、

「健康に資する飲食料品産業都市」としての地域

ブランディング(地域イメージ向上)や、専門人材

の育成･輩出、産学連携実績、他地域からの企業進

出や人材確保などの効果も期待できる。 
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以降、貨幣的価値による波及効果の考察を行う。

健康に資する飲食料品製造の活性化を目的とする

共同研究施設設置による経済波及効果として、

(1)：健康に資する飲食料品生産増加額(直接効果)

および(2)：(1)の飲食料品生産増加による経済波及

効果(間接効果)が考えられる 5）。 

勿論、共同研究施設の設置初年度は建設に伴う

建設会社や機器メーカー等への波及効果、その後

は水道光熱費や事務用品代、雇用者の消費額とい

った波及効果が毎年期待できる。ただ前者は初年

度のみ、後者は金額が大きくない為、経済波及効

果算定からは外すこととする。 

 
10-1.健康に資する飲食料品生産増加額（直接効果）  

共同研究施設設置の目的は本市での健康に資す

る飲食料品製造の活性化、即ち健康に資する飲食

料品生産の増加である。当該施設設置による経済

波及効果を算定前に当該施設設置による健康に資

する飲食料品生産増加額(直接効果)を推計する。 

 そもそも健康に資する飲食料品製造関連市場は

どの程度なのか。広義の健康食品市場は大きく、

①特定保健用食品(通称トクホ)、②栄養機能食品、

③機能性表示食品、④その他健康志向の一般食品、

に分類できる。①特定保健用食品とは体の調子を

整えるなど特定の保健効果が期待できる旨を表示

した厚生労働省認可食品(一部規格基準型)、②栄

養機能食品とは国が定めた栄養成分量に適合した

場合に栄養成分機能を表示できる食品(ビタミ

ン・ミネラル等)、③機能性表示食品とは科学的根

拠に基づく機能性(整腸作用や脂肪吸収緩和等)を

事業者の責任で表示した食品、④その他健康志向

の一般食品は①②③以外の食品で特定機能無表示

だが消費者が健康に良いと認識する食品である。 

健康食品の定義自体が曖昧であるため健康食品

の市場規模を把握するのは難しいが、①②③を合

わせた市場規模は約 2 兆円と推計されている(そ

の中で特定保健用食品市場規模は 6586 億円

-2017 年度 6）)。一方、④その他健康志向の一般食

品に関する市場規模の把握は難しいが、消費者が

健康に良いと認識すれば食料品製造市場全てが潜

在市場となり、その食料品製造市場は約 30 兆円

(平成 29 年－工業統計ベース)と巨大である。よっ

て当該施設で創出される健康に資する飲食料品の

ポテンシャルは非常に大きいといえる。 

健康に資する飲食料品の 1 品目当たりの生産額

は当然ながら商品および企業規模により数百万円

から数十億円までバラツキがある。本稿では企業

規模における 1 品目当たり生産額を設定し、当該

施設を利用する企業規模および企業数より生産増

加額を推計するものとする。1 品目当たりの年間

生産額については大企業(従業員 300 名以上)であ

れば数十億円、中堅企業(20 名以上 300 名未満)

であれば数億円、小規模企業(20 名未満)であれば

数千万円は期待するところである。 

本稿では便宜的に健康に資する飲食料品 1 品目

の生産額を大企業は 20 億円、中堅企業は 2 億円、

中小企業は 5 千万円との前提条件をおく。次に当

該施設を利用する企業規模および企業数だが、ア

ンケート結果より条件を満たせば当該施設の利用

意向がある 12 社の企業規模内訳は大企業 2 社・

中堅企業 7 社・小規模企業 3 社であり、これを 31

社(共同施設利用可能性のある飲食料品製造事業

者数推計値)に読み替えると大企業 5・中堅企業

18・小規模企業 8 社となり、これが企業規模別の

当該施設利用候補企業数になる。実際はこれら全

ての候補企業が常に利用することは考えられない

為、これら企業の約 3 割が交代で利用すると仮定

し、大企業 2・中堅企業 5・小規模企業 3 社の 10

社が常に本施設を利用しているものとする。 

製品化･市場導入に必要な研究開発期間を考慮

しない前提で生産増加額を算出すると、(20 億円

×大企業 2 社)＋(2 億円×中堅企業 5 社)＋(5 千万

円×小規模企業 3 社)＝51.5 億円となる。これは

本市の食料品生産額 7)の約 3％となり、全体に占

める新製品売上規模としては現実的な数字といえ

る。以上、当該施設による健康に資する飲食料品

生産増加額(直接効果)は 51.5 億円となる。 

 

10-2. 飲食料品生産増加による経済波及効果 

次に 10-1 で算出された 51.5 億円の生産増加額

の産業連関による経済波及効果を算出する。 

産業連関とは、各産業は他産業から原材料等を

輸入し、財･サービスを生み出し、他産業へ販売す

るといった連鎖的な他産業との関連のことであり、
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さらに雇用創出･所得向上による家計消費増加も

含んでいる。本稿では「西宮市産業連関表」8）を

用いて簡易的に経済波及効果の算出を行う。 

本施設を活用して創出された健康に資する新た

な飲食料品は、本市の製造拠点で全て生産するも

のとした。本市内での飲食料品生産増により、原

材料や紙製品、製造のための水道光熱費、輸送･

販売のための運輸や商業等の需要が生まれる。こ

れら関連産業で働く従業員の家計消費支出にもつ

ながる。人件費(給与支給額)のうち消費に回され

る消費金額は近畿圏の平均消費性向 0.742(平成

27 年家計調査年報)を乗じて求めた。 

これら前提のもと、西宮市内での 51.5 億円の飲

食料品生産増加による一次経済波及効果(原材料

や水道光熱費、運輸・商業等への誘発効果)は 12.4

億円、二次経済波及効果(生産増加で生み出された

雇用者所得のうち消費に回される金額)は3.9億円

と算出され、合計で 16.3 億円となる。 

 以上、共同研究施設設置による経済波及効果を

まとめると次の通りである。 

健康に資する飲食料品生産増加額（直接効果） 

51.5 億円  

飲食料品生産増加による経済波及効果（間接効果） 

16.3 億円 

あわせて 67.8 億円の経済効果が期待できる。 

 

11. 結果の考察 

 本稿では健康に資する飲食料品産業を本市の基

盤産業と位置付け、その実現のために官民共同で

研究施設を設置することによる受容性および波及

効果について考察してきた。本市に拠点を持つ飲

食料品製造事業者へのアンケート調査により、半

数以上の事業者が一定の条件はあるものの当該施

設への利用意向があることが明らかになった。ま

た本共同研究施設による経済波及効果として

67.8 億円が推計され、西宮市の産業活性化に一定

の貢献が期待できることが明らかになった。 

 勿論、西宮市の飲食料品製造事業者による本共

同研究施設の利用促進を図り、利用により常に成

果(健康に資する飲食料品の研究開発･商品化)を

生み出すには、単に研究施設･設備の貸し出しだけ

でなく、企業(技術)マッチングや経営アドバイス

などソフト面のサポートも充実させる必要がある。

また研究設備も技術動向に合わせて常に更新させ

ていく必要があり、施設運営側の役割も大きい。

大学との連携も必要になってくるだろう。 

 

12. 結論 

本稿で論じたように、食品産業を活性化させる

目的の、小規模共同研究施設を整備し、健康関連

食品等の開発に貢献できるようにすると、相応の

波及効果が出ることが判った。それが全て地元に

落ちるとは限らないが、2 億ほどの投資が、本市

の産業にとっては大きなレバレッジ効果をもた

らすことを示している。 

本市が今後とも「文教・住宅都市」であること

に変わりはないだろうが、まちを活性化させるに

は、やはり産業活性化が必要である。本稿では、

本市において出荷額が卓越的な産業として「食品

産業」を取り上げ、食品産業と文教産業の研究力

を掛け合わせることで、食品産業の活性化が出来

そうだと判った。文教産業にも活性化の誘導策が

あればなお良い。この分野は産業出荷額としては

大きく現れることはないが、西宮市の極めて大き

な特徴を成しているので、この文教分野に関する

相応の活性化の施策も含めて、西宮市の産業活性

化の施策を、官民一体で考えていく必要がある。 
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8）：産業連関表はある地域で 1 年間における全ての財・サービス

の産業相互間取引や産業と最終消費者との間の取引状況を一

覧表にした経済表である。公表されている最新版として平成

23 年度の西宮市産業連関表を用いる。 
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1 

地方創生をテーマにしたプロジェクト・ベースド・ラーニングの試み 
-河内長野市の産品ブランド開発に関連した産官学連携プロジェクト- 

 
大森いさみ 

武庫川女子大学 生活環境学部 情報メディア学科 

 

多くの地域で少子高齢化対策や交流人口の拡大策が大きな課題となっている。そのなか

でとりわけ注視されるのが若年女性の動向である。地方創生は、地方の女子大学であるこ

とを強みとしていかすことができるテーマであると考え、2014年度から地方創生を観光と

いう視点から考えるプロジェクト・ベースド・ラーニング（以降、PBLと略記）をゼミ活

動で行ってきた。その目的は、ターゲット地域でのフィールドワークを行い、地域が持つ

資源を見出し、自らの視点で再編集してプランを立案し実現するプロセスをとおして、コ

ミュニティと女性について考えることにある。 

4年目となる2018年度は、河内長野市と提携するPBLとして、若年層をターゲットに、河

内長野市商工会などが主催する「奥河内フルーツラリー」に関するソーシャルネットワー

キングサービス（以降、SNSと略記）をプラットフォームにした広報活動と、河内長野市

の農林業施設の観光資源としての可能性を検討するためのモニターツアーの企画運営を

行った。また、本プロジェクトは河内長野市との産官学連携プロジェクトであると同時に、

武庫川女子大学と大阪大学工学研究科とのクロスアポイントメント制度を利用し、大阪大

学工学研究科の学生も参加する大学間連携プロジェクトでもあった。 

本プロジェクトの成果と考察は「地方創生政策アイデアコンテスト2018」(内閣府主催）

大学生以上一般の部において、地方予選を通過し、全国審査に進む（応募総数604件のう

ち地方予選通過件数は21件）という評価を受けた。 

 

キーワード：地方創生、産官学連携、PBL、SNS、クロスアポイントメント制度 

 

 

1．はじめに 

 

東京への求心構造が進むなか、地方創生におけ

る地域にある大学への期待が大きくなっている

（小磯、2018）。さらに、地方創生の大きな柱であ

る少子化対策と交流人口の拡大策の鍵となるのは、

若年女性である。しかし、「地方」や「地域」とい

う言葉は、残念ながら、本学科の多くの学生たち

にとって魅力的には響かない。地方の女子大学と

いう強みを最大にいかせるテーマであるのに、肝

心の学生たちが興味を示さないのである。 

学生たちが、地域の現実と向き合い、考えるこ

とができるスキームを模索する中で、2014年に「大

学生観光まちづくりコンテスト2014」（主催：大学

生観光まちづくりコンテスト運営協議会）に参加

した。「観光」というキーワードが入ったことと、

「コンテスト」というわかりやすいスキームが与

えられたことで、学生たちの関心の射程に入り、

参加したいと表明する学生が現れたのである。 

奥貫（2015）は、PBLの学習成果獲得において、

「参加動機」と「社会的かかわりにおけるギャッ

プ」という2つのプロセスの重要性を指摘している。

PBLにおいて、プロジェクトが付与されたものでは

なく、自ら能動的に選択したものであると学生自

身が強く意識することは重要である。その意味で、

コンテストという枠組みが与えられたことで、「地

域」や「地方」を自発的な動機に基づくフィール

ドとして取り組めたことは、PBLとして効果的であ
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った。幸いにも初めて参加した上記の「大学生観

光まちづくりコンテスト2014」で大阪観光局長賞

を受賞し、その後、多くの舞台で受賞作品をプレ

ゼンテーションする機会を得たこともあり、後輩

学生たちにも、コンテストを通して「地方」や「地

域」というテーマが選択されるようになった。 

学生たちはコンテストに向けてフィールド調査

を行うなかで、コミュニティと女性についても考

える。例えば、2016年のPBLでは、大阪府の5地域

の農家の女性たちに聞き取り調査を行った。農家

の女性たちが起業して成功を収めている地域では、

農業は子育て中の女性にとって格好の仕事である

と聞く一方で、保守的な慣習が残る地域では、若

い女性の流出がとまらないと聞いた。機能してい

る地域コミュニティは女性を抑圧する力にもなり

うるけれど、活躍する場をつくることもできる。

学生たちが、地域で生きる女性たちに強く共感し、

自分のコトとして地域が抱える問題について考え

るようになるのは、現場があるPBLだからこそだ。 

家長ら（2016）は上記コンテストに参加した全

国64大学の453名にアンケート調査を実施し、フィ

ールドワーク型コンテストを通して学生たちの地

域愛着度や貢献意欲が大きく向上したとしている。

一方で、地域をフィールドにしたPBLの課題として

須賀（2018）は、プロジェクトの持続性と深まり

をあげている。コミュニティーサービスと学術的

学習の統合を図るサービス・ラーニングにおいて、

大学と地域との継続的な連携は重要であり（木

村・河井、2012）、実施期間が6か月程度である短

期集中型のコンテスト型のPBLだけでは不十分で

あることは否めない。下野ら（2016）が示す、産

学連携型PBLの学習成果における学生と連携先と

の価値共創プロセスの重要性という視座において

も、コンテストというスキームを利用したPBLは地

域での活動を軸にしたサービス・ラーニングへの

導入的役割を担うPBLと位置づけられると考える。 

筆者が担当する情報メディア学科のゼミにおい

て、上記コンテストに初めて参加した2014年以来、

以前にはいなかった、地方公務員や観光業界、出

身地へのUターン就職、あるいは地域への貢献をし

たいとIT企業への就職をする学生を毎年一定数輩

出するようになっている。このことから、地域を

テーマとしたPBLの一形態として、コンテストを利

用したPBLは、女子学生が地域を視野にいれながら

状来の働き方を考える契機をもたらす有用な取り

組みであり、地域との連携をさらに深めるプロジ

ェクトへと発展させることでより大きな学修効果

が期待できると考える。 

そこで本稿では、コンテストを利用したPBLを起

点とする産官学連携プロジェクトの可能性を検討

することを目的に、コンテスト参加と、それをき

っかけに河内長野市と連携して実施した「産品ブ

ランド等お土産・商品開発事業に関連する情報発

信事業」についての報告と考察を行う。 

 

 

2.ターゲット地域と課題発見 

2.1. 「OSAKA観光まちづくりコンテスト2017」 

本プロジェクトのターゲット地域の選定は、

「OSAKA 観光まちづくりコンテスト2017」 に

学生たちが参加を希望した2017年10月にスター

トした。上記コンテストは、大阪府を対象地域と

し、観光を通じて、地域資源を発掘・活用し、地

域を活性化するような観光まちづくりプランを募

集するとして、公益財団法人大阪観光局が主催し

たものである。 

プロジェクトに参加した学生のなかに大阪府在

住者がほとんどいなかったこともあり、彼女たち

自身の大阪の場所イメージが、キタとミナミの繁

華街、ユニバーサルスタジオジャパン、万博記念

公園という典型的な場所や施設に限定されていた。

このことに着目し、魅力的な資源があるにもかか

わらず、それが場所のイメージにリンクしていな

い地域を洗い出すことから始めた。 

その作業のなかで、ピックアップされた地域の

一つが河内長野市であった。関西サイクルスポー

ツセンターがあり、サイクリングロードが整備さ

れていることに、学生たちは若年層に訴求する観

光地としての可能性があるのではないかと考えた。

しかし、実際に現地に赴いてみると、サイクリン

グロードは愛好家向けであり、関西サイクルスポ

ーツセンターは気軽に楽しめるものの、施設内で

完結してしまうという課題があった。何度か河内

長野市に足を運ぶなかで、学生たちは、市役所や
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商工会の人たちと出会い、河内長野市が大阪府下

では有数の果物の生産地であることを知り驚く。

さらに、リサーチをすすめると、「奥河内ながの

foodo」と称して市役所が産品ブランドの推進を行

っていることや、商工会が「奥河内フルーツラリ

ー」を実施していること、若い農家の人たちの軽

トラ市など、地域の人たちが自分たちの果物に価

値を見出し、盛り上げようとしていることがわか

った。その思いに共感した学生たちは、河内長野

市をターゲット地とすることを決め、河内長野産

のフルーツをモノとして売るのではなく、コト化

して付加価値ビジネスを展開する観光まちづくり

プランを提案することにした。 

プランを作成するにあたって、近畿地方に居住

する10～60代男女588名を対象にWEBアンケー

トを実施した。その結果、約85％がレジャーとし

てのフルーツ狩りに強い興味を示し、さらにリピ

ーター需要が高いことが分析され、観光資源とし

てのフルーツ狩りに可能性があることが考察され

た。一方で、河内長野市に果物産地のイメージが

多少なりともあると答えた人は約3割にとどまっ

た。京阪神地域で発行される人気情報誌でも、フ

ルーツを食べに行くなら日帰りで岡山や南大阪の

他地域へ、という特集が組まれていた。他の南大

阪地域に比較して、河内長野市でフルーツ狩りが

できる施設は検索しづらいこともわかった。この

ことから、観光地としての視点から捉えると、河

内長野市はフルーツの街としての認知が低いこと、

地域の強みであるフルーツが観光資源として活用

されていない現状が課題であると考えた。 

WEBアンケートとフィールド調査の結果から、

学生たちは、フルーツ狩りにジャムやスイーツ作

り体験を加え、河内長野市の観光地を自転車で移

動するという観光プランを立案した。「同じ味に飽

きる」「お土産として持って帰りたい」というWEB

アンケートで抽出した、これまでのフルーツ狩り

の課題を解決しつつ、自転車とフルーツを掛け合

わせることで、河内長野市「ならでは感」をわか

りやすく提示できるプランである。さらに、若者

やファミリー層、団体ツアーと幅広い層をターゲ

ットとして想定でき、段階的に実施しながらフル

ーツの街としての河内長野市のイメージ定着に貢

献できると考えた。 

コンテストでは、実現性の高さが評価され大阪

府知事賞を受賞し、その後、学生たちは、大阪観

光局から大阪観光特使に任命された。 

 

2.2  河内長野市との産官学連携 

上記コンテストの経緯がきっかけとなり、2018

年度、河内長野市と「産品ブランド等お土産・商

品開発事業に関連する情報発信事業」を実施する

ことになった。河内長野市が抱える産業振興の促

進や観光客をはじめとする交流人口の増加対策な

どの課題に対して、コンテストで受賞したプラン

をベースに学生の視点を生かした取り組みを行う

とする連携である。 

河内長野市との具体的な連携内容は、下記2点で

ある。 

１）「奥河内フルーツラリー」に関する情報発信

の実施。平成30年度「奥河内フルーツラリー」に

関連し、河内長野市内外からより多くの人たちに

参加してもらうべく、必要な情報発信業務を行う。 

２）河内長野市の地域資源を活用した新たな情

報発信手法の開発。上記１）と関連しながら、河

内長野市の地域資源（農産品、事業者、観光資源

等）を活用し、河内長野市の魅力を広く伝えるこ

とができるような事業を企画し、実施する。 

河内長野市が本連携事業の目標としたのが、「奥

河内フルーツラリー」参加者の増加、なかでも、

若年層と市外居住者の参加者増加であった。 

河内長野市との事業連携と上記の具体的内容の

策定の過程では、学生たちの意志確認に時間をか

けた。上述したように、PBLにおいて、学生にとっ

てプロジェクトが付与されたものではなく、自ら

が主体的に掴み取ったものであると意識して参加

することを重視するからである。さらに、プロジ

ェクト遂行のプロセスをシミュレーションさせる

ために、学生たちにも予算案の作成を求めた。予

算案を作成するなかで必然的に、プロジェクトの

ために費やすことが必要となる時間も概算できる

からである。グループワーク型のPBLを学生主体で

実践しようとする場合において、学生間の役割分

担とスケジュール調整がボトルネックとなるケー

スが多い。そのため、このプロセスのなかで、あ
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らかじめ全体の作業量と時期ごとの作業内容を洗

い出し、参加を希望する学生たち各々が、自分が

どの時期にどの程度の参加が可能であるのかを表

明したうえで、プロジェクトへの参加を決定する

という手続きを踏んだ。 

 

 

3．交流人口拡大のための取り組み 

3.1. プロジェクト目標 

今回のPBLの大きな特徴は、学生たちのターゲッ

ト地域に対する思い入れの大きさであった。その

思いは、上記コンテストにむけたフィールドでの

聞き取り調査に由来していることが、学生たちが

プロジェクト終了後に作成した報告書の「プロジ

ェクト目標」項に「私たちは大阪まちづくりコン

テストで発見した、河内長野市の緑豊かな美しい

自然と、地元の方々が質の高い河内長野産品のブ

ランド化に取り組んでいるという２点を、市外の

人たちに伝えるということを目標に、プロジェク

トに取り組みました。なかでも、フィールドワー

クのなかで知ることができた、若手の農家の品質

へのこだわりと河内長野という土地への愛着を、

若い私たちの世代の人になんとか伝えたいと思い、

SNSでの発信だけではなく、リアルツアーを実施す

ることにこだわりました」とあることからわかる。

コンテストという外発的動機づけからはじまった

PBLであるが、そのプロセスのなかで、プロジェク

トへの思いが、次第に外発的なものから内発的な

ものへと移行したのである。 

本プロジェクトでは、上記の学生たちのターゲ

ット地域への思いをいかしつつ、所属学科での学

びを実践できる2つの事業の実現を目標とした。京

阪神に居住する若年層をターゲットとした交流人

口の拡大を目的とした、SNS広報を通じた若年層

への「奥河内フルーツラリー」の認知度向上と、

フルーツを中核とした若年層向けリアルツアーの

実現である。 

 

3.2. 「奥河内フルーツラリー」SNS広報活動 

「奥河内フルーツラリー」の広報活動に取り組

むにあたって、学生たちが最初に行ったのが、昨

年度までの現状分析である。「奥河内フルーツラリ

ー」は、河内長野市内飲食店や菓子店等が提供す

る河内長野産フルーツ等を使用した特別メニュー

を購入してスタンプを集めるイベントで、2016年

から河内長野市商工会と河内長野市商店連合会の

主催で行われている。 

河内長野市から提供された過年度のイベント参

加者を対象にしたアンケートのデータを分析し、

学生たちは、①イベント参加者の8割以上が河内長

野市在住者で占められている ②イベント参加者

の年齢別構成は、40代以上が65％以上を占めてい

るのに対し、20代は約7％と若年層が少ない ③イ

ベントの主たる認知経路は設置パンフレットであ

り、SNSによる認知は10％に満たない、という若

年層の交流人口の拡大という観点から3つの問題

点があることを確認した。もちろん河内長野市は、

すでにデータ分析と考察を行っており、上記の問

題意識を持っていたからこそ今回の連携となった

のだが、学生自身がデータ分析することが、プロ

ジェクトの連携先である河内長野市との問題意識

の共有プロセスなると考えた。 

学生たちが行ったのは、2018年9月1日から10月

31日までの「奥河内フルールラリー」開催期間中

の公式インスタグラムの更新である。フルーツラ

リー参加店37店舗とフルーツ農家3軒を取材し、記

事を投稿した。 

投稿に先立ち、フォロワー数を倍増させたうえ

でエンゲージメントをあげること、具体的には

2018年8月時点で平均30程度であった投稿に対す

る「いいね」数を倍増させることを目標とした。

より明確なエンゲージメント率などのKPI設定を

行うことは、公式インスタグラムの権限の共有や

プロフィール設定についての調整が、河内長野市

とできなかったため断念した。 

インスタグラムの検索法として用いられるのは

ユーザ名と位置情報、ハッシュタグの3つであるた

め、フォロワー数の増加のために、戦略にハッシ

ュタグを使うことを考えた。記事につけることが

可能な30個のハッシュタグを有効に活用するため

に次の5つのカテゴリーに分けてハッシュタグを

選定した。①土地関連ハッシュタグ。具体的には

「大阪」「Osaka」「関西」「難波」「南大阪」「河内

長野」「かわちいいね」の7つである。京阪神在住
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者の日帰り旅行や大阪市内宿泊旅行者のローカル

旅行の目的地探し検索の需要を想定したため、「大

阪」や「南大阪」など大きな括りでの地域名や河

内長野市に直結する大阪市内ターミナル駅である

「難波」を加えた。②河内長野市内にある施設等

とコンテンツ関連ハッシュタグ。具体的には「関

西サイクルスポーツセンター」「木根館」「奥河内

くろまろの郷」「奥河内フルーツラリー」「サイク

リング」「日本酒」「フルーツ」「Fruit」「ぶどう」

の9個である。河内長野市関連で最も検索数の多い

ハッシュタグである「関西スポーツセンター」に、

後述する学生たちが企画したモニターツアーに関

連する施設やコンテンツを加えた。学生に人気の

「てんとう虫パーク」もハッシュタグ候補に入れ

ていたが、河内長野市からの要請（私的施設であ

るため）でリストから外した。施設名以外のコン

テンツハッシュタグは、フルーツや果物の他に、

検索時に河内長野市を想定していない人にもリー

チできるように、熱心な愛好家がいる「サイクリ

ング」「日本酒」「ぶどう」を選んだ。③旅好きな

若年層に人気のハッシュタグ。具体的には「日帰

り」「自然」「アウトドア」「旅行好きな人とつなが

りたい」「写真好きの人とつながりたい」の5つで

ある。学生たち自身が、日帰り旅行に出かける際

に検索に使用するハッシュタグを30個抽出し、そ

れぞれの検索数や河内長野市との関連を考えて、

上記の5個を選択した。④時事的人気ハッシュタグ。

ハッシュタグ選定を行った2018年8月時点で、若

年層で話題となっていた人気ハッシュタグである。

具体的には「GoPro」「GoProのある生活」「平成

最後の夏」の3つである。インスタグラムは視覚的

要素で訴求するSNSとして若年層に支持を集め、

「インスタ映え」を目的に旅行をする若年層も多

いことから、インスタ映えツールとして話題にな

っていたGoPro関連を選択した。⑤投稿写真関連

ハッシュタグ。投稿写真にあわせて記事作成者が

オリジナルハッシュタグを6個つけることで、より

細分化されたニーズに訴求し、コンバージョンに

つなげることを狙った。 

当初は、上記のハッシュタグと写真で構成する

記事を数多く更新することを目指したが、河内長

野市からの要請で、記事数を絞り、インスタグラ

ムとしては長文ではあるが200字程度の店舗紹介

の文章と写真とで構成する記事を作成することに

なった。 

記事の作成にあたって必ず現地での取材を行う

こと、1店舗につき2本のインスタグラム記事を作

成して投稿することを原則にした。現地での取材

には教員は同行せず、取材アポイントメントをと

るところから、記事作成後の取材先への記事内容

確認までの作業を学生が行った。これらの記事の

ために学生が河内長野市に出向いた現地取材人日

数は延べ24人日であった。 

記事は学生たちが作成した後、教員が添削し、

添削後に各店舗に内容確認を行うという手続きを

ふんだ。その後、教員が各記事の投稿日程を決定

し、記事を作成した学生が決められたスケジュー

ルに従い投稿を行った。河内長野市には取材店舗

の内容確認終了後に確定原稿と投稿日時を通知し、

修正が必要な場合には投稿前に教員が連絡を受け

るようにした。 

投稿を続けるなかで、学生たちは、より多くの

エンゲージメント数を獲得するための試行錯誤を

重ねた。「インスタ映え」をする写真とは何である

のか、多くの「いいね」を獲得した写真の傾向を

分析し、アングルや商品背景などに工夫をした（図

1）。また、取材では、商品の河内長野市産ならで

はのアピールポイントと商品に関わる地域の人た

ちの思いを、掬い上げるように努めた。短期間に

多くの店舗を取材し、記事を作成する必要がある

こと、学生の個性をいかした記事作成をするとい

う観点から、これらの作業はスケジュール管理を

教員が行い、マンツーマン指導をベースとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 インスタグラム記事（学生作成） 

 

2018年9月1日から10月24日まで（台風による1
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週間の休止期間を除く）毎日記事投稿を行い、期

間中の全投稿数は85本となった。投稿は、インス

タグラムの閲覧数が増える通勤・通学時間と21時

前後を中心に行った。 

その結果、投稿前（8月9日時点）と全投稿終了

後（10月24日時点）を比較すると、フォロワー数

が約2倍（187→380）、いいね数の平均も約30から

約93へと3倍以上に増加し、投稿前に設定した目標

を達成した。 

 

3.3. 地域資源を活用したモニターツアー実施 

本プロジェクトのきっかけとなった、「OSAKA観

光まちづくりコンテスト」で提案した観光ツアー

の具現化は、学生たちの強い希望であった。 

実現に向けて地域の協力を得るための話し合い

において、地域の人たちや市役所担当者と学生た

ちが意思疎通をはかることは想定以上に困難であ

った。河内長野市との提携をすることが決まった4

月下旬から7月上旬までに、学生たちは農家や飲食

店、農林業関係施設などに取材し、実現性のある

ツアー企画を考え、その協力者を探した。当初は

学生がアポイントメントをとって取材を依頼する

というかたちをとっていたが、取材先から市役所

に問い合わせが入ることがあり、途中から市役所

担当者が取材の日程調整を行うこととなった。し

かし、参加プレーヤーが増えたことで、学生たち

は、地域の人たちに距離を感じるようになり、積

極的にコミュニケーションを図ることをためらう

ようになるという問題が生じた。 

これらの取材には教員は同行せず、市役所担当

者と学生が取材先に赴くというかたちで行った。

このツアー企画のために、学生が河内長野に出向

いた取材日数は延べ27人日であった。現地での取

材に加えて、教員を交えて大学でミーティングを

週1～2回実施した。ミーティングでは、学生たち

がまとめた現地取材報告をふまえ、ツアープラン

を組む作業を行った。このミーティングには河内

長野市役所担当者も一か月に数回程度参加した。 

学生たちは公募型の商業ツアーの実施を希望し

ていたが、旅行業法の観点から旅行代理店の協力

を得る必要が生じることもあり、今回はツアー実

施の目的を、河内長野市の特産物への興味喚起を

図るための河内長野市の農業・林業施設の観光資

源としての可能性を検討することとし、参加者の

実費負担で企画ルートを一緒にめぐるモニターツ

アーを行うことにした。そこで河内長野市関連の

農業・林業施設が持っている既存の商品も生かし

つつ体験要素を全面に打ち出した周遊型プランを

作成した。コンテストでは自転車での移動を提案

したが、移動距離や安全、コスト等を考慮し、モ

ニターツアーでの施設間の移動は路線バスを使う

ことにした。 

学生たちがプランの中核としたのが、若手果物

農家とのセッションである。自分たちが今回の取

材を通して初めて知ったこだわりのフルーツの存

在やそれを栽培する農家の思いは、河内長野市の

素晴らしい観光資源であり、モノの売買ではなく、

体験化することでより付加価値のある商品になる

と考えたからである。そこで、若手農家が経営す

るぶどう園での収穫体験に、収穫したブドウを詰

め合わせる「ぶどうの宝石箱」づくり（図2）を加

えた相乗的な体験プランを企画した。さらに、ツ

アーの最後に訪れる酒蔵では当主と相談し、河内

長野産のぶどうを使った日本酒カクテルづくりを

行うこととなった（図3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 「ぶどうの宝石箱」（学生撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 ブドウを使った日本酒カクテル（学生撮影） 
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ツアーコースと内容は、7月中旬に、教員と代表

学生が市役所担当者とともに、関係施設を訪ねて

協力依頼をして確定した。最終的に決定したツア

ー内容は、河内長野駅を出発し、ブドウ農家であ

る垣内農園でのブドウ狩り後、道の駅でもある奥

河内くろまろの郷で昼食をとり、「ぶどうの宝石箱」

づくりを行った後、河内長野市立林業総合センタ

ー・木根館で木工体験、最後に、天野酒蔵元で酒

蔵見学後に、ブドウを使った日本酒カクテルをつ

くり、河内長野駅で解散するというものである。

ターゲットは京阪神地区に住む20代前半の男女と

し、定員は15名、参加費は3500円（各施設への支

払い実費の合計額）、路線バスの一日周遊券は補助

とした。ツアー実施日はブドウの収穫時期と気候、

使用予定施設の状況や大学の学年暦を考慮して

2018年9月17日に設定した。 

ツアー実施の1か月前の8月17日に学生たちは、

自分たちでコースを周り、体験をするプレツアー

を実施した。路線バスを利用するツアーであるた

め、バスの混雑状況や参加者への負担感を事前に

把握することと、体験型ツアーであるため体験に

かかる時間を正確に把握することは重要であった。

また、プレツアーはモニターツアーの宣材写真や

動画の撮影、上記の「奥河内フルーツラリー」SNS

記事のパイロット版作成の機会とすることも兼ね

て行った。 

8月下旬にツアーチラシを学生が作成し、教員と

学生が大学関係者に声をかけて参加者を募った。

大学の夏休み期間中であり、EメールやSNSを通じ

ての呼びかけとなることを想定し、ブドウをテー

マにしたツアーであること、多くの体験ができる

ツアーであることの2点を視覚的に表現すること

を求めた（図4）。また、「奥河内フルーツラリー」

のSNS広報との相乗効果を狙い、プレツアーで撮影

した動画や静止画を記事にして「奥河内フルーツ

ラリー」公式インスタグラムに投稿した。その結

果、募集を始めてから約一週間で参加希望者が30

名を超える人気となり、施設側との調整の結果、

先着の18名（外国人留学生4名を含む学生10名、社

会人8名の20代前半の男女）で催行した。 

ツアー当日は、上記の参加者18名のツアーを学

生スタッフ8名が中心となって運営し、大学教職員

3名、河内長野市役所職員3名が随時アテンドした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 モニターツアー参加者募集用チラシ（学生作成） 

 

ツアー終了後に実施した参加者アンケートの結

果、参加者全員がツアーに対して満足もしくは非

常に満足したと評価（非常に満足が全体の44％）

した。4つの施設等をまわるツアーであったが、各

施設に対する満足度は、5段階評価での平均値が、

垣内農園が4.5、奥河内くろまろの郷が4.1、木根

館が4.6、天野酒が4.7であり、各施設とも高評価

であった。なかでも、地域の人たちとかかわり合

う体験であった垣内農園、木根館、天野酒の3施設

に、特に高い評価が集まっている。 

河内長野市への来訪経験があった人は、関西サ

イクルスポーツセンターを訪れた経験がある1名

のみだったが、ツアー後には、89％の人が河内長

野市への再訪意欲を示すという結果を得た。さら

に、今回は河内長野市内での販売価格の合算で参

加費を設定したが、割高感を感じた人は少なく

33％の人はむしろ割安感を感じたと評価している。

一方で、路線バスでの移動については、改善の余

地があるとするコメントが複数みられた。その他、

河内長野産果物や河内材についてのより深い情報

の提供を求めるコメントもあった。このことは河

内長野市の特産品についての興味喚起を図ること

はできたものの、次段階としてリピーター獲得や

特産品消費拡大につなげる継承プロセスの用意が

必要であることを示唆している。また、今回のツ

アーのための試行的な試みであった「ぶどうの宝
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石箱」づくりとブドウの日本酒カクテルづくりは、

「インスタ映えがする」「単純な作業であるが、や

ってみると意外に楽しかった」「インスタ映え写真

を撮るのが楽しかった」と、どちらも好評を得た。

多品種少量栽培を特徴とする河内長野市のブドウ

農家の特性が、「インスタ映え」という観点から、

若年層に訴求力のある強みとして発揮されたワー

クショップであったと評価できる。以上のことか

ら、河内長野市の特産物への興味喚起を図るため

の河内長野市の農業・林業施設の観光資源として

の可能性を検討するという目的にかなうツアーを

遂行できたといえる。 

さらにツアー後日、モニターツアーの様子撮影

した動画を編集し、「奥河内フルーツラリー」の公

式インスタグラムに投稿したところ、投稿後にフ

ォロワー数やいいね数が増加する傾向がみられた。 

今回のモニターツアーの実施により、コンセプ

トを明確に打ち出すことで、既存の枠組みを利用

したツアーであっても高い満足度が得られる商品

となることが実証されるとともに、SNSとリアルツ

アーを併用することで、河内長野市広報に相乗的

な効果が期待できることが考察された。 

河内長野市が今回の連携事業で目標としていた

のは上述した「奥河内フルーツラリー」の参加者

増加、なかでも若年層と市外居住者参加の増加で

あった。河内長野市の集計によると、2018年度「奥

河内フルーツラリー」の参加者数は前年度比115％、

20歳代参加者数は前年度比211％、市外居住者参加

者数は313％となった。台風21号の影響が懸念され

たが参加者数を伸ばし、なかでも重点ターゲット

とした若年層と市外居住者の参加が大きく増加し

た。この結果から、今回の連携事業は一定の成果

をあげたといえる。 

 

 

4．クロスアポイントメント制度の活用 

 

本プロジェクトは、2018年5月より、武庫川女子

大学と大阪大学工学部とのクロスアポイント制度

を利用したプロジェクトへと発展し、大阪大学工

学研究科の学生たちも参加した。モニターツアー

の企画打ち合わせや実施を中心に武庫川女子大学

の学生と協働し、本プロジェクトの総括として参

加した「地方創生政策アイデアコンテスト2018」

(内閣府主催）は、大阪大学工学研究科の学生が中

心となって取り組んだ。 

本プロジェクトに参加した武庫川女子大学の学

生たちと大阪大学工学研究科の学生たちの間には、

専攻の違いとともに、性差、3～4歳の年齢差があ

った。当初は、互いの意見を拝聴し合うだけのミ

ーティングが続き、ディスカッションが成立しな

い状況が続いた。しかし、プロジェクト終了後の

振り返りでは、その過程があったことで、武庫川

女子大学の学生たちは、自らが潜在的に持ってい

た性的役割分担を自覚し、社会にどのようなカタ

チで貢献したいかと考える契機になったとしてい

る。また、大阪大学工学研究科の学生は、本プロ

ジェクトに参加したことでコミュニケーション能

力が高まったとしている。本プロジェクトでは、

教員の直接的な介入をできるだけ避け、フィール

ド調査やミーティングは学生が主体となって計

画・実施し、教員はその報告を受けるという形式

をとった。しかし、プロジェクトが進行するなか

で各プロセスの責任の所在が曖昧になったため、8

月中旬に、教員主導で役割分担を明確化する作業

を行った。その結果、学生たちのコミュニケーシ

ョンが円滑化し、プロジェクトのPDCAサイクルが

うまく回るようになった。このことから、異なる

背景を持つ学生たちが一緒に行うプロジェクトで

は、初動期においては教員がコミュニケーション

ハブとして機能し、漸次的に学生主体型に移行す

る必要があったと考える。 

「地方創生政策アイデアコンテスト」は、デー

タに基づく地方創生を推進するため、内閣府が主

催となり2015年から開催されている。大学生以上

一般の部には、学生だけではなく、地方公共団体

や民間企業等、実際に地方創生に携わる人たちが

参加する。ビッグデータを扱うこのコンテストへ

の参加は、クロスアポイントメント制度を利用し

たプロジェクトである強みを生かすことができた

取り組みであったと考える。大阪大学工学研究科

の学生が中心となり、地域経済分析システム

（RESAS）・官民ビッグデータシステムが提供する

データ分析を用い、河内長野市の農業と交流人口
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の課題を改めて浮き彫りにし、武庫川女子大学学

生への振り返りインタビューを行いつつ、本プロ

ジェクトについての考察と次のステップへの展望

を「フルーツ農業のネットワーク型第6次産業化へ

の試み」と題してまとめた（図5）。フィールドに

出て地域の人たちの思いを肌感覚で捉えることが

得意な武庫川女子大学の学生と、データ分析や論

理構成を得意とする大阪大学工学研究科の学生の

協働の成果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

図5 コンテスト用スライド資料（学生作成） 

 

その結果、大学生以上一般の部において、地方

予選を通過し、全国審査に進む（一般の部の応募

総数604件のうち地方予選通過件数は21件）という

評価を受けた。審査員講評において、地域資源（果

樹栽培）を産官学の相互連携で最大限活用してい

くストーリーと、リアルツアーとバーチャルPRを

重ね合わせて実施した重層的な地域ブランド化へ

の試みが高く評価された。 

 

 

4．おわりに 

 

本稿でみてきたように、本プロジェクトは、武

庫川女子大学学生、大阪大学工学研究科学生、教

員、河内長野市役所職員、河内長野市関連施設職

員、農家、飲食業者と数多くのプレーヤーが連携

するものであった。このプレーヤーの多様性は、

地方創生やまちづくりをテーマとしたPBLの一つ

の特徴である。それぞれに思いの違う多様なプレ

ーヤーと連携し、地域のしがらみにも配慮しつつ、

プロジェクトを推進する調整力や対応力が求めら

れる。数々の社会的かかわりにおけるギャップに

直面し、そのたびに学生たちは内省的学習を行い、

多様な状況に対応する実践力を、プロジェクトを

通して身に着けた。多様なプレーヤーが存在する

「地域」をテーマとしたPBLは、学生にとっては厳

しい局面にも直面するが、社会人基礎力を培う有

用な場といえよう。その遂行において、重要とな

ってくるのが、学生の自発的な動機付けの有無で

あることは本プロジェクトにおいて再確認された。

また、学生たちのプロジェクトへの動機を、外発

的動機から内発的動機へと移行させる場となった

コンテストを利用したPBLは、地域連携プロジェク

トの効果的な導入であったといえる。 

さらに、本プロジェクトに参加した女子学生た

ちの多くが、将来の働き方を考えるうえで、働く

場所として出身地域を意識するようになったとし

ている。若年女性の都心部への転出は、進学・就

職を契機に加速する（みずほ総合研究所、2018）

ことからも、就職活動前に学生たちが、地域でフ

ィールドワークを重ね、「地域」について考える社

会的意義は大きい。 

産官学連携のPBLにおいて、学生が連携先との共

創志向性をいかに高めるかが重要となる。その視

座において、本プロジェクトは課題が残った。連

携の在り方についての共有がないまま始動したこ

とで、様々な場面で齟齬が生じた。上述した学生

と自治体職員とのコミュニケーションの不調も、

学生にとって自治体職員の立ち位置が不明確であ

ったことに起因する。共創志向性を高めることが、

学生だけでなく連携先にとっても有意義であるこ

とを、連携締結前に共有することが必要であった

と考える。 

地域のステークフォルダーたちとコミュニケー

ションをはかり協働するPBLは、学生たちにとって

は、これからの働き方を考えるうえで、地域にと

っては、交流人口拡大のための新たな価値創造を

考えるうえで、視野を広げる大きな契機となる。

今後も継続的に地方創生をテーマにしたPBLに取

り組むことで、学生と連携先の双方にとって、よ

り効果的な実践方法を検討していきたい。 
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小豆島土庄町の「移住者」の現状把握と移住促進に向けた調査研究 

 
水野 優子   荒木 裕佳   高嶋 亜紀 

武庫川女子大学 生活環境学部 生活環境学科 

 

人口減少局面に突入した国内において、今後、定住人口を奪い合う地域間競争の激化が

予想されるなか、定住人口をいかに獲得していくかが特に地方部では重要となってくる。 

調査の結果、移住者は移住を検討する際、人を介した情報収集に重きを置いていること

がわかった。そのため移住促進施策は、移住者側に対してのみならず、域内の居住者・事

業者にも周知を図ることで、地域の人員を介したルートを含めた移住者への情報提供の拡

充が求められる。また、移住したことに対する満足度は、Ｕターンや転勤等による移住者

に比べ、Ｉターン・Ｊターン移住者の方が高い一方、Ｉターン・Ｊターン移住者は将来に

対する不安は大きく、特にその若年層は転出意向が強い。そのため移住者の転出抑制には、

移住者属性に合わせた細やかな定住支援施策の強化が求められる。 

移住者を取り巻く状況は移住者属性により大きく異なり、移住・定着のためには｢移住

促進施策｣と｢定住支援施策｣の両輪がより効果的なものであることが重要である。 

 

キーワード：人口減少、地方創生、移住促進、定住支援 

 

 

1．はじめに 

1.1. 研究の背景 

日本の総人口は2015年の国勢調査において前回

調査から96万2,607人減り、1920年の調査開始以来

初めての減少となった。これに先立つ2014年、日

本創生会議は人口減少により全国の市区町村の約

半数が2040年までに存続できなくなる恐れがある

ことを指摘している1)。このような人口減少局面に

おいて、地方部の減少傾向は都市部より深刻であ

る。2014年に閣議決定された「まち･ひと･しごと

創生総合戦略」では“地方への移住・定着を促進”

を掲げており、地方移住が重要課題であると明示

されている2)。 

今後、定住人口を奪い合う地域間競争の激化が

予想されるなか、定住人口をいかに獲得していく

かが特に地方部では重要となっていくことが考え

られる。 

 

1.2. 研究の目的 

人口減少が進行する香川県小豆郡土庄町では、

定住人口の増加を目的に2007年より移住促進の取

り組みがおこなわれており、その結果、移住者数

は年々増加している。しかし、元の居住地や別の

地域へ再移住するなど、移住後数年で同町から転

出するケースもみられ、移住者の増加が定住人口

の長期的な増加に繋がっていない現状がある。 

しかしながら、これまでの移住者がどのような

経緯をもって同町への移住を決断したのか、また、

どのような不安や不満があって転出してしまうの

かといった移住者の実態は、町行政として把握が

なされてこなかった。今後も予想される町の人口

減少を抑制するためには、移住者の積極的な獲得

策のみならず、既移住者の継続居住に繋がる支援

策も求められている。 

本研究は、移住促進が積極的に進められている

土庄町を事例に、既移住者の移住に関する経緯や

移住後の生活状況などを把握し検証することで、

移住促進、および、既移住者に対する定住支援に

おける、より効果的な施策の検討に向けた視座を

得ることを目的とする。 
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2．土庄町、小豆島について 

2.1. 土庄町、小豆島の概要 

調査対象とした香川県小豆郡土庄町は、瀬戸内

海に浮かぶ小豆島と周辺島嶼により構成される小

豆郡において、概ねその北西側に位置する。同町

と南東側で隣接する小豆島町との2町により、小豆

郡を構成している。 

小豆郡の島々は船でしか渡れない離島であり、

その主島である小豆島は瀬戸内海において淡路島

に次ぐ2番目の面積である。ごま油、醤油、素麺、

オリーブ製品などの食品産業や、豊かな自然環境

による観光関連産業などが盛んな土地柄である。 

小豆郡は人口28,864人、12,472世帯（2015年国

勢調査）であるが、そのうち土庄町は人口14,002

人、世帯数6,061世帯であり、人口において小豆郡

の48.5％を占める。ただ、人口は毎年約250人ずつ

減少して半世紀前と比べ約6割にまで落ち込んで

おり、この減少傾向は今後も継続すると推測され

る。また、高齢化率も38.1％（2015年国勢調査）

に上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 土庄町位置図 

 

2.2. 移住促進施策の概要 

このような人口減少や高齢化の進行を背景に、

若年世代の定住を確保して高齢化を抑制するとと

もに、人口増加による地域の活性化を図ることを

目指して、移住促進のための取り組みが行われる

ようになった。 

2007年には「小豆島移住・交流促進協議会」が

設立されている。同協議会は小豆郡2町（土庄町、

小豆島町）、自治会、土庄公共職業安定所、香川県

地域活力促進課などにより構成された。2016年に

は、「NPO法人Totie（トティエ）」が民間により設

立されており、主に移住促進活動やイベントの企

画、運営を行っている。土庄町役場においては、

移住に関する相談窓口、空き家バンク制度、移住

交流滞在施設「島ぐらし体験の家」の運営、移住

ガイドツアー、移住・交流フェア、空き家リフォ

ーム事業、民間賃貸住宅家賃等補助など、各種の

取り組みが行われている。このように多様化する

ニーズに対応しながら、各主体により移住・定住

の促進が図られている。 

これらの取り組みに伴い、土庄町への移住者数

は年々増加傾向にある。移住者数の調査が開始さ

れた2013年度は127人であったが、2017年度には

239人に増加した。同年度における移住者年齢別の

内訳をみると、40歳未満の移住者が68.6％と大半

を占めている。人口が減少しているなかで、これ

らの転入者が急激な人口減少を抑制している存在

となっている。 

 

3．研究方法 

 

既移住者の移住に関する経緯や移住後の生活状

況などを把握する手段として、既移住者を対象と

したアンケート調査を実施した（表1）。調査対象

者は、土庄町へ2013年4月1日以降に転入し、かつ、

2018年3月31日時点で在住する1,291名のうち、世

帯主もしくはそれに準ずる839名とした。移住した

きっかけ、移住前後の生活の変化、移住後の暮ら

しなどについて質問しており、回収数は222、回収

率は26.5％であった。 

 
表 1 アンケート調査概要 

調査対象者 

土庄町へ2013年4月1日以降に転入し、かつ、

2018年3月31日時点で在住する居住者のうち、

世帯主もしくはそれに準ずる者（但し、老人

ホーム入居者及び転入時点で18歳未満の者等

を除く） 

調査期間 2018年9月6日～同年11月1日 

調査票の 

配布回収方法
郵送配布、郵送回収 

配布回収状況 配布数839、回収数222、回収率26.5％ 

質問項目 
移住に関する経緯、移住後の生活状況、 

継続居住意向、など 
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4．調査結果 

4.1. 回答者の属性 

4.1.1. 性別、年齢、世帯構成 

回答者の性別は［男性］が70.3％、［女性］が

29.7％であった。 

回答者の年齢（図2）は、世代による大きな偏り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 回答者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 世帯構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 移住タイプ 

はみられず幅広く分布しており、80歳以上の回答

者も5.0％いた。 

世帯構成（図3）は［単身］が最も多く全体の約

1/3を占める。次いで、［二世代家族(世帯主世代と

子)］が約3割であった。 

 

4.1.2. 移住タイプ 

本調査では調査対象者を過去5年間の転入者と

したため、いわゆる“移住”だけではなく、勤務

地の転勤なども含まれている。そのため回答者を

【Ｕターン】【Ｉ・Ｊターン】注1)【転勤等】に3区

分し、さらに【Ｕターン】と【Ｉ・Ｊターン】は

年齢層で20～50歳代の【若年層】、60歳以上の【高

齢層】に区分した（図4）。 

その結果、約半数が【Ｕターン】であり、【Ｉ・

Ｊターン】は約3割、【転勤等】は約2割であった。

【Ｕターン】において【若年層】と【高齢層】は

それぞれ約1/4で均衡しているが、【Ｉ・Ｊターン】

では【高齢層】が1割程度と少数であった。 

 

4.2. 移住時について 

4.2.1. 利用した制度・事業 

移住を検討する際に利用し役立った制度や事業

（図5）において、【全体】では［空き家バンク制

度］が最も多く5.9％で、次いで［移住定住促進民

間賃貸住宅家賃等補助金］が4.1％、［空き家リフ

ォーム支援事業］と［島暮らし体験の家］が2.7％

であり、主に住宅に関連したものが多い。 

移住タイプ別でみると、【Ｉ・Ｊターン】の利用

が多くみられ、そのうち特に【Ｉ・Ｊターン若年

層】が突出している。このことから他の移住タイ

プに比べ、移住する際の支援がより必要であった

状況がうかがえる。 

ただ、全般的に利用割合は低く、これらの制度・

事業が幅広く利用されているとはいいがたいが、

施策の主要なターゲットである【Ｉ・Ｊターン】

に対しては一定の効果が得られているともいえる。 

 

4.2.2. 情報収集手段 

移住を検討する際に移住関連情報を得た手段

（図6）において、【全体】では［家族・親族］が

34.2％と最も多く、次いで［島内の友人・知人］ 
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図5 利用した制度・事業（複数回答） 
 

［町役場のホームページ］が11.3％、［その他のウ

ェブ情報】が10.8％であった。 

移住タイプ別では、【Ｕターン】は［家族・親族］

が【若年層】【高齢層】ともに回答の大半を占める。

一方、【Ｉ・Ｊターン】では、幅広く手段が挙げら

れるとともに、［先輩移住者・移住者同士］［島内

の友人・知人］などが多く挙げられる。［町役場の

ホームページ］［インスタグラム］［フェイスブッ

ク］など、ウェブサイトの利用も積極的におこな

っていることが明らかとなった。 

 

4.3. 移住後について 

4.3.1. 移住の満足度 

移住したことに対する満足度（図 7）において、

【全体】では［良かった］［どちらかといえば良か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 情報収集手段（複数回答） 

36



 

った］を合わせた［満足］は64.4％、［どちらかと

いえば良くなかった］［良くなかった］を合わせた

［不満］は7.7％であり、全体として不満が非常に

少ない状況であることがわかる。  

移住タイプ別では、［満足］とした回答は【Ｉ・

Ｊターン】移住者では高く、それに対し【Ｕター

ン】移住者は低くなる傾向がみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 移住の満足度 

 

4.3.2. 移住後の不満点 

移住後の不満点（図8）において、【全体】では、

［交通利便］が43.7％と最も多く、次いで［仕事

の収入面］［医療・福祉］がともに26.6％と続き、

生活環境に関する項目が多く挙げられる。 

一人当たりの不満項目の回答数は、【全体】では

3.0であったのに対し、【Ｉ・Ｊターン若年層】が

3.6、【転入等】が3.3と多く、対して【Ｉ・Ｊター

ン高齢層】が2.2、【Ｕターン高齢層】が2.6、【Ｕ

ターン若年層】が2.8と少なくなる。【Ｉ・Ｊター

ン若年層】では、［仕事の待遇面］［職場の人間関

係］［物価、生活コスト］［子育て環境、教育環境］

［移住後の支援・サポート］が他の移住タイプよ

り高い割合となった。【転入等】では、［医療、福

祉］［余暇・レクリエーション環境］［防災対策］

［出会いの環境］［行政関連］が他の移住タイプよ

り高い割合となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 移住後の不満点（複数回答） 
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4.3.3. 継続居住意向 

当該地に住み続ける意向の有無（図9）において、

【全体】では［住み続ける］と［おそらく住み続

ける］を合わせた［継続意向］が約6割で、［おそ

らく転出する］［転出する］を合わせた［転出意向］

は約2割であった。 

移住タイプ別において［転出意向］の回答は、

【Ｕターン】では約1割、【Ｉ・Ｊターン高齢層】

では無かった。【Ｉ・Ｊターン若年層】は、“移住

の満足度”において［満足］が約7割であるのに対

し、［継続意向］は約4割と大きな差が生じている。

特に［住み続ける］は16.7％で極めて低く、［転出

意向］は約2割であった。これらは【Ｕターン】や

【Ｉ・Ｊターン高齢層】とは異なる傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9 継続居住意向 

 

5．まとめ 

 

本調査より移住者を取り巻く状況は移住タイプ

や年齢層により大きく異なることがわかった。 

Ｕターン移住者は、そもそも地縁や血縁が既に

移住先にあったことから、移住の際に比較的容易

に情報を得やすく、住宅などの生活基盤も確保し

やすい傾向にある。同様に転勤等による場合も、

職場から必要な情報や住宅などを提供されること

が多くみられた。一方でＩターンやＪターンによ

る移住者の場合は、新たな人間関係、経済基盤、

生活基盤を築くにあたり、情報を広く積極的に収

集し、行政機関などより提供される移住に関する

制度や事業を求める傾向にあることがうかがえた。 

現況制度・事業の利用割合は全体的に低く、幅

広く利用されているとはいいがたいが、施策の主

要なターゲットであるＩターンやＪターンによる

移住者に対しては一定の効果がみられ、地縁・血

縁や就業などに依らない新たな居住者の獲得には、

一定成功しているものとみることができる。今後、

さらに幅広く利用されるために現況制度・事業の

有用性の点検が必要と思われる。 

Ｕターン移住者だけでなく、どの移住タイプの

場合も“人”を介して情報収集がおこなわれてい

た。現在、多くの移住促進施策は、移住者側に向

けた発信に主眼が置かれており、それは当然のこ

とといえる。しかしながらそれだけでなく、域内

の居住者・事業者にも周知を図ることで、“クチコ

ミ”といった地域の人員を介したルートを含めた、

移住者への情報提供の拡充が求められる。そのた

めには地域的な移住に対する意識醸成を要し、こ

のことが移住促進に繋がるものと考えられる。 

移住したことに対する満足度は、Ｕターンや転

勤等による移住者に比べ、Ｉターン・Ｊターン移

住者の方が高くなっている。しかしながら将来に

対する不安はＩターン・Ｊターン移住者の方が突

出して多く持っており、特に若年層では転出意向

も高くなっている。Ｉターン・Ｊターン移住者に

対して人的なネットワークの構築を支援するなど、

移住者の転出抑制のためには、移住タイプ別や年

齢層別による移住後の細やかな定住支援施策の強

化が求められる。移住・定着のためには、｢移住促

進施策｣と｢定住支援施策｣の両輪がより効果的な

ものであることが重要である。 

 

注釈 
注1) 移住タイプの語句は次のように定義した。Ｕターン：地方部

出身者が都市部へ移住後、再び故郷に移住すること。Ｉター
ン：都市部出身者が地方部に移住すること。Ｊターン：地方部

出身者が都市部へ移住後、故郷とは違う地方部に移住すること。 

参考文献 
1) 日本創生会議・人口減少問題検討分科会：成長を続ける21世紀

のために「ストップ少子化・地方元気戦略」、pp.13-14、2014. 
2) 内閣官房 まち･ひと･しごと創生本部：まち･ひと･しごと創生

総合戦略、pp.1-3、2014. 
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保健機能食品の開発を目指した食素材および加工法の探求 

ー古きを探求し、新しきを創出するー 
有井 康博・西澤 果穂 

武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 

 

食品科学研究室では“「美味しく」、「安全に」、「健康に」をテーマにマクロからミクロ

まで様々な研究にチャレンジ”をスローガンに研究・教育活動を行なっている。今回は、

研究室で実施している、いくつかの研究テーマを“保健機能食品の開発”をキーワードに、

簡単に紹介する。 

現在、保健機能食品の開発を目指して進めている研究テーマは４つある。そのうちの２

つは豆腐を模した食品であり、残りの２つはナタマメ由来の食品素材に関する研究である。

具体的には、ミネラル強化豆腐様食品の開発、ハチミツと豆乳を用いたスウィーツの開発、

健康維持に役立つゲル化物質の提供、筋肉維持・強化に役立つ食素材の提供である。ミネ

ラル強化豆腐様食品に関しては既に特許を取得しており、スウィーツ、ゲル化物質に関し

ては特許申請中である。本研究の実用化には企業様のお力添えが必要である。これを機に

研究内容を生かすアイデア、ご興味をお持ちいただいた企業様がおられましたら、ご連絡

いただきたい。 

 

 

キーワード：保健機能食品、豆腐、ナタマメ 

 

 

1．はじめに 

 

武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科の食

品科学（有井）研究室では、“「美味しく」、「安全

に」、「健康に」をテーマにマクロからミクロまで

様々な研究にチャレンジ”をスローガンに研究・

教育活動を行なっている。これまでに、豆腐に関

する研究、ナタマメに関する研究、コーヒーに関

する研究で成果を上げている。現在は上述の研究

に加えて、冷凍技術を用いた食品加工に関する研

究、ナタマメ以外の雑豆に関する研究も実施して

いる。 

今回は、研究室で実施しているテーマから、“保

健機能食品の開発”に繋がるテーマ、既に商品化

に結びつくことが期待できるテーマを選択して、

次の４つのテーマを紹介させていただく。 

 

① ミネラル不足を解消するミネラル強化豆

腐様食品 

② 筋肉維持・強化に役立つかもしれない、ナ

タマメタンパク質 

③ 食品添加剤としてナタマメから抽出でき

るゲル化物質 

④ ハチミツと豆乳を用いた新規スウィーツ

の開発 

 

この機会を通じて、これらのテーマから創出さ

れるアイデアや素材を社会に還元する仕方につい

て、俯瞰的なお立場からご意見をいただきたい。

尚、研究室の様子は図1のQRコードを読み取り、

Facebook、ホームページをご覧いただけると幸い

である。 

 

 

図 1 研究室に関する情報（QR コード） 
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2．研究内容 

2.1. ミネラル強化豆腐様食品 

研究室では木綿豆腐と絹ごし豆腐の作り分けに

ついて、その分子機構を明らかにする研究を行な

っている1,3,10-12)。この研究を遂行する過程で、マ

グネシウムイオンやカルシウムイオン以外の金属

イオンでも豆乳中のタンパク質が凝固することが

明らかとなった10)。図2に示す様に、この現象をヒ

ントにミネラル強化した豆腐様食品が加工できる

と考え、実際に鉄や亜鉛を強化した豆腐様食品を

手作りで加工した9,11,15)。実用化には乗り越えなけ

ればならない、いくつかの問題はあるが、凝固剤

を変えるだけで加工することができるため、従来

の豆腐の加工過程を大きく変える必要はない。そ

の点において、実用化が容易いのではないかと期

待する。鉄強化豆腐様食品については手作りした

食品で動物実験を行い、鉄不足の解消について良

好な結果を得ている（未発表データ）。次のステッ

プとして、ヒトにおける効果を確かめるためには、

商品レベルの試料を用意する必要がある。ミネラ

ルの欠乏は様々な疾患と関連しており、世界にお

ける隠れた飢餓として大きな問題となっている。

本研究テーマがこの問題を軽減する一助となるた

めには、商品レベルの試料を用意することが不可

欠であり、パートナーを探している。取得してい

る特許には、ミネラル強化以外にも有機酸塩を添

加することで、豆腐様食品を加工する方法も含ま

れている。有機酸が強化された豆腐様食品には、

感染防御、ミネラル吸収促進、大腸粘膜の状態改

善、コレステロール値の低下などの効果が期待で

きる（図2）。 

 

2.2. ナタマメタンパク質 

図 2 豆腐様食品に関するアイデア 
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ナタマメは、その近種を含め、アジア、アメリ

カにおいて食される粒の大きな豆である。日本に

おいては、江戸時代には大豆よりも食されていた

という記述がある。しかし、大豆の加工特性が高

いことから、加工食品が全盛期である現代社会に

おいては、大豆の利用がはるかに優っている。ナ

タマメは一部の地域のおける郷土料理、福神漬の

中に含まれる若鞘、お茶などで食される程度の利

用である。しかしながら、近年、歯の健康を守る

効果が報告され、注目されつつある。研究室では、

ナタマメを健康の維持・改善に役立てたいと研究

を進めている。 

図3に示す様に、ナタマメを用いて豆腐の様な食

品が加工できるかについて検討を行った2,5-8)。し

かしながら、ナタマメ破砕液を加熱するとタンパ

ク質が沈殿してしまうことが分かり、豆乳の様な

食品を加工することが不可能だとわかった8)。加熱

沈殿したタンパク質はカッテージチーズの様な見

た目である。一方で、未加熱の破砕液に塩化マグ

ネシウムを添加すると、特定のタンパク質のみが

沈殿することが明らかとなった7,8)。この塩化マグ

ネシウム感受性のタンパク質が、ナタマメ主要タ

ンパク質のカナバリンであることも分かった7,8)。

さらに、沈殿したカナバリンはより高濃度の塩で

再溶解することが分かった6)。これらの研究に用い

たナタマメは白ナタマメであるが、より野生種に

近い赤ナタマメ由来のカナバリンにおいても同様

の性質が確認できた2)。これらのことは、塩濃度の

違いによって、溶解性が変わる性質を利用するこ

とで、安価で簡易に大量のカナバリンを精製する

ことが可能であることを示す。興味深いことに、

カナバリンは分岐鎖アミノ酸を多く含む（図3）。

その中でも、運動との組み合わせで筋肉の維持・

強化に効果があると知られるロイシンが多く含ま

れる。既にこの効果が謳われる乳清タンパク質が

商品化された例がある。カナバリンには乳清タン

パク質の1.5倍のロイシンが含まれており、その効

果が期待できる。近年、動物性タンパク質の過剰

図 3 ナタマメ由来のカナバリンについて 
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摂取が発がんリスクを上げることが知られている

ことからも、植物性タンパク質であるカナバリン

の摂取は乳清タンパク質の代替になり得ると考え

られる。一方で、カナバリンには必須アミノ酸の

トリプトファンが含まれておらず（他の必須アミ

ノ酸のアミン酸価は100である）、実用化には大豆

タンパク質などとの混合が必要となる。本研究テ

ーマの実用化に興味を持って共同研究に取り組ん

でくれるパートナーを探している。 

 

2.3. ナタマメ由来のゲル化物質 

ナタマメからカナバリンを抽出する過程で、あ

る抽出液が低温でゲル化することが明らかとなっ

た4,5,14)。本ゲル化物質の特長は室温ではゲル化せ

ず、より低温でゲル化することである4)。生じたゲ

ルは高温で融解できる4,5,14)。本ゲル化物質は多糖

類であることが分かっている4,5,14)。また、植物性

のゲルであることも特長である。本ゲル化物質が

もつ食品素材としての可能性は大きい（図4）。加

えて、異分野においても役立つ素材として期待で

きる。本研究内容をもとに出願人武庫川学院で特

許申請を行っている14）。 

現在、ナタマメタンパク質およびナタマメ由来

のゲル化剤を緒に他の雑豆にも同じ様な特性をも

つ物質や新しい物質が見つかることを期待し、雑

豆を用いた研究を展開している。こちらについて

も、興味深い結果が得られているが、またの機会

にご報告させていただく。 

以上の研究内容については、2018年8月末に東京

ビックサイトにおいて開催された、国立研究開発

法人科学技術振興機構並びに国立開発研究法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構主催のイノベ

ーション・ジャパン2018－大学見本市＆ビジネス

マッチング－にも出展し、多くの問い合わせをい

ただいた。 

 

2.4. ハチミツを用いた新規スウィーツ 

ハチミツの中にはグルコン酸が豊富に含まれて

図 4 ナタマメ由来のゲル化物質に関するアイデア 
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いる。グルコン酸は蜂が集めた蜜の中のグルコー

スがグルコン酸に代謝されることで生合成される。

この生合成は、蜂の体内で保有される菌により行

われている。一方で、20世紀後半から新しい豆腐

の作り方として、豆乳にグルコノデルタラクトン

を添加する方法が食品工業的に発達してきた。グ

ルコノデルタラクトンは水溶液中でグルコン酸に

変換され、平衡状態に保たれることが知られてい

る。このことから、グルコノデルタラクトンの添

加による豆腐加工の原動力は、グルコン酸が引き

起こす等電点沈殿であると考えられている。これ

らの事象から、ハチミツを豆乳に添加することで、

豆腐様の食感を持たせたスウィーツが加工できる

のではないかと考えた。当初、市販のハチミツで

予備実験を行ったが、上手くいかずに断念してい

た。数年後、偶然にも天然ハチミツを手に入れる

ことができ、豆乳と混ぜたところ、凝集したので、

ハチミツ種を変えて実験を試みることにした（図

5）。その結果、凝集の仕方には大別して２種類の

様相が観察された。凝集の仕方の違いは、グルコ

ン酸濃度と糖濃度の組み合わせに起因することが

明らかとなった。本現象を用いて、ハチミツと豆

乳の機能性を併せ持った新しいスウィーツが開発

できるのではないかと期待し、現在、研究を進め

ている。対象としては、高級スウィーツやレスト

ランでの使用を目指している。もちろん、他のア

イデアをお持ちの方がおられましたら、ご連絡を

いただきたい。本研究内容も出願人武庫川学院と

して特許を申請中である。本研究内容を学外に向

けて報告するのは、今回が初めてである。この３

月には、日本農芸化学会2019年度本大会にて発表

をする予定であり、加えて国際論文にも投稿中で

ある。 

 

 

3．まとめ 

 

以上の4つの研究は、伝統的な豆腐の加工におい

て、木綿豆腐と絹ごし豆腐を作り分ける技術を分

子レベルで説明したいということに端を発し、研

究成果の社会還元を目指して応用研究へと展開し

てきたものである。当研究室では、基礎研究で明

らかになったことを応用し、食品を通じて健康の

維持と改善を目指して、研究を遂行している。ま

た、応用研究から明らかになったことを深く掘り

下げて、基礎研究を実施している。しかしながら、

食という分野において、わかりやすく社会に還元

するためには、大学での研究活動では限界があり、

産官のご協力が不可欠だと感じている。本日の口

頭発表の時間は短いため、研究内容や熱意につい

て十分な説明は難しい。より詳しい内容の説明は、

本日行われるポスター発表、上述の学会発表、論

文報告、直接のコンタクトにて行いたいので、ご

興味ある方は是非ともアプローチいただきたい。 

 

 

4．参考文献および関連特許 

 
1) Yasuhiro Arii, Kaho Nishizawa: Divalent magnesium cation 
concentrations determine the formation of tofu-like precipitates with 
differing urea solubilities, Heliyon, 4, e00817, 2018. 
2) Kaho Nishizawa K, Yasuhiro Arii: Sword bean variants and different 
pretreatments influence protein extraction and protein properties, Biosci. 
Biotechnol. Biochem., 82, 1821-1824, 2018. 

図 5 ハチミツに関するアイデア 
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ださった助手のお母様のご友人と快くご提供いた

だいたお母様のお陰で諦めかけた研究を立ち上げ

ることができた。他、様々な関係者にご支援いた

だいていた結果である。ここに感謝を申し上げる。 
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きのこの発酵能による機能性食品の開発 
‐発酵の力で消化・吸収性、栄養性、機能性をアップさせた食品が作れる！‐ 

 
松井 徳光 

武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 

 

本研究室では、きのこの発酵能を用いて食素材を発酵させると、①デンプンやタンパク

質はブドウ糖やアミノ酸に分解され消化・吸収性が高まる、②アレルギーに関与するアレ

ルゲンタンパク質なども分解されて生成したアミノ酸も小腸から吸収され栄養性が高ま

る、③血栓症予防に有効な線溶活性・抗トロンビン活性・抗酸化活性が増加し、ガンの発

生を抑制するβ-D-グルカンも生成され機能性が高まることを明らかにした。また、本研究

室では、すでにワイン、ビール、清酒、味噌、チーズ、発酵大豆、発酵豆乳、発酵梅など

の機能性食品を開発し、特許を取得し、学術論文に掲載し、学会等で発表している。本研

究発表会では、きのこの発酵能を利用したワイン、発酵豆乳、発酵梅について紹介する。 

 

キーワード：きのこ、発酵、消化・吸収性、栄養性、機能性、機能性食品 

 

1．はじめに 

 

本研究室では、心筋梗塞や脳血栓などの血栓症

予防に効果を示す機能性食品の開発の必要性から、

線溶活性や抗トロンビン活性、抗酸化活性などの

血栓症予防に効果を示す生理活性について研究し、

多くのきのこに上記の活性を認めた。また、きの

こ中にアルコール脱水素酵素や乳酸脱水素酵素を

発見し、凝乳酵素やアミラーゼ、プロテアーゼの

存在も確認した。そこで、応用としてきのこの発

酵能による機能性食品の開発を試みた1)。 

1.  きのこの発酵能による機能性食品の開発 

1.1. ワイン 

きのこのアルコール発酵能を用いてワインを生

産した。きのこの菌糸を酵母の代わりにアルコー

ル発酵する種菌として用いた。ヒラタケの菌糸を

用いて発酵させたワインのアルコール濃度が

12.2％で最も高かった。また、ガンに予防効果を

示す β-D-グルカンが含まれていた（図１）2),3)。 

 

 

 

 

図１ ワイン中のβ-D-グルカン 

 

1.2. 発酵豆乳 

 きのこで豆乳を発酵させることによって、豆乳 

のタンパク質のほとんどが分解され、遊離アミノ

酸、特にうま味を呈するグルタミン酸を濃口醤油

以上に含む発酵豆乳を調製することができた（表

１）。発酵豆乳ではアレルギーの原因となるβ-

コングリシニンやグリシニンのアレルゲンタンパ

ク質も発酵過程において、きのこのプロテアーゼ

によって分解され消滅する。また、豆乳中の糖質

型イソフラボンがきのこ中のβ-グルコシダーゼ

の作用により、体内吸収がよく活性の高いアグリ

コン型イソフラボンに変換され、抗酸化活性も増

加し、がん予防や老化抑制に効果が期待できる 4),5)。 

 

表１ 発酵豆乳と市販醤油の遊離アミノ酸、 

グルタミン酸 

試料 遊離アミノ酸 グルタミン酸

発酵豆乳（培養3週間目）  

エノキタケ 4052 497

カワラタケ 8052 1301

スエヒロタケ 8914 1786

市販発酵調味料 

濃口醤油 6593 1366

しょっつる 8424 1307

（mg/100ml） 
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1.３. 発酵梅 

梅干しは発酵処理のない塩漬けの漬物であるが、 

全く食塩を用いない場合であっても、きのこで発

酵させることによって保存性が高まり、ジューシ

ーで甘酸っぱい発酵梅ができる（図２）。マンネ

ンタケで発酵させた発酵梅は、心筋梗塞や脳血栓

などの血栓症予防に効果を示す線溶活性や抗トロ

ンビン活性、抗酸化活性を新たに付加されていた

（図２、表２、表３、図３、表４）6)。 

 

 

 

 

図２ 発酵梅 

 

表２ 発酵梅の線溶活性 

 ＊ブランクは発酵させていない青梅 

 

表３ 発酵梅の抗トロンビン活性 

 

 

 

 

 

 

＊ブランクは発酵させていない青梅 

＊試料はいずれも５倍希釈したもの 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 発酵梅における抗トロンビン活性 

表４ 発酵梅の抗酸化活性 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ブランクは発酵させていない青梅 

 

2．まとめ 

 

きのこの発酵能を利用することによって、従来

の発酵食品とは風味が異なり、線溶活性や抗トロ

ンビン活性、抗酸化活性などの新たな機能性が付

加した発酵食品の製造が可能である。 

 

3．最後に 

 

 現在の食生活に登場するワインやチーズ、味噌

などは酵母、乳酸菌、カビなどの発酵作用でつく

られているが、これらは人類の長い歴史の中で偶

然が重なることで発見に繋がり、創意工夫を施し

つくりあげたものである。現在、私たちは古の時

代よりも多くの研究データ等を入手できるように

なった。よって、積極的に新しい発酵食品を創造

することができるはずである。 

 

4．参考文献 

 

1)松井徳光：食と微生物の事典 担子菌による食品加工、朝倉書

店、174-175、2017. 

2) Tokumitsu Okamura et al. ： Characteristics of Wine 

Produced by Mushroom Fermentation, Biosci. Biotechnol. 

Biochem. 65(7), 1596-1600, 2001. 

3) 岡村徳光他：ワインの製造およびそれにより得られたワイン 

特許第 3362311 号、2003.       （岡村は松井の旧姓） 

4) 松井徳光他：スエヒロタケ（Shizophyllum commune)の発酵

による豆乳の成分および機能性の変化について、日本きのこ学会

誌、16(4)、159-163、2008. 

5) 松井徳光：発酵豆乳およびその製法、特許第 4735981 号、2010. 

6) 松井徳光：発酵梅の製法およびそれにより得られた発酵梅、 

特許第 4565241 号、2010. 

試料  
1 時間後 22 時間後 

面積(ｍ㎡） 面積（ｍ㎡） 

ブランク 0 0 

発酵梅 
（マンネンタケ） 

36（Ｃ） 304（Ｃ） 

試料  T.T.（秒） 

ブランク 49.0  

発酵梅 
（マンネンタケ） 

300.0 
以上 

試料  阻害率（％） 

ブランク 55.0  

発酵梅 
（マンネンタケ） 

89.2 

ト
ロ
ン
ビ
ン
タ
イ
ム
（
秒
） 

培養期間（週） 
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大阪府豊能町における“健康まちづくり”の試み 
-2018年度の活動報告と2019年度にむけて- 

 
三好 庸隆 

武庫川女子大学 生活環境学部 生活環境学科 

 

「オールドニュータウン問題」への対処方法のひとつとして，そこで何十年と暮してき

ている住民の方々の「健康」をキーワードとしたそこでの暮らしのあり方，まちづくりの

あり方についての研究はこれからの日本のまちづくりにとって極めて重要である。 

このような背景から2017年4月に大阪府下で最も高齢化が進んでいる豊能町とまちづく

りを検討するための連携協定を締結し，町で初期に開発されたニュータウンである「とき

わ台」地区をモデル地区として「健康まちづくり」をテーマに研究・教育活動に取り組ん

でいる。 

以下に示すのは2018年度の活動状況を纏めた三好研究室ゼミ生 伊藤有希さんの卒業

論文の要旨である。 

2017，18年度は主として高齢者の健康状態の評価や，坂道が多い住宅地での転倒防止な

どをテーマとした健康体操づくりに重点を置いた。2019年度からはより都市空間に視点を

移行して研究活動を発展させていく予定である。 

 

キーワード：健康まちづくり，豊能町ときわ台地区，郊外住宅地，認知症，健康体操 

 

 

1．研究の背景 

 

今回，健康まちづくりに取り組むきっかけとな

ったのは，郊外住宅地で少子高齢化が加速してい

ることに着目したからである。そこで2017年4月か

ら武庫川女子大学と協定を結んでいる大阪府豊能

町の健康増進課の皆様，住民の皆様にご協力いた

だき2017年度に引き続きコミュニティのあり方や，

まちづくりのあり方についての実践的研究に取り

組む。 

 

2．研究の目的 

 

本研究の大きな目的は，前年度に引き続き「郊

外住宅地での健康まちづくり」であり，「健康」を

キーワードとして，まちづくりやコミュニティが

どうあるべきかを研究することを目的とする。本

研究における健康とは，ただ寿命を延ばして長生

きすることではなく，「健康寿命」を延ばすことを

大切にすることである。本年度はセミナーを中心

として企画し，ときわ台地域での健康まちづくり

について取り組んだ。 

 

3．研究の方法 

 

本研究の研究方法は大阪府豊能町ときわ台地区

での実践的研究である。対象地区であるときわ台

地区において，実際に住民の方々に健康まちづく

りについてセミナーを行った。セミナーの内容は，

「武庫女健康まちづくり研究者ネットワーク」（以

下「健まちネット」）の様々な部門の専門の先生方

を中心に企画がなされた。筆者は，セミナーの運

営，映像の記録，セミナーでのワークショップの

運営，アンケート調査とその分析を行った。 

 

4．大阪府豊能町について 

 

豊能町は大阪府の北部に位置し，箕面市や兵庫
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県川西市に隣接する地域である。標高600ｍを超え

る北摂連山の中にあり寒冷な気候であることから

「大阪の北海道」「大阪のシベリア」と称されるこ

ともある。図1の黒色の部分が豊能町である。豊能

町の人口は19723人（2018年10月時点）である。図

2より， 1980年前後から増加し，1995年に人口の

ピークを迎えていることがわかる。また1995年以

降の人口は減少の傾向にあり，2040年には12275

人まで減少すると予想されている。さらに，2025

年には高齢者人口が生産人口を上回り，2030年に

は高齢者人口が総人口の半数以上を占めると予想

されていることから，少子高齢化問題が深刻化し

ていることがわかる。 

 

 
図1 大阪府地図 

 

 
図2 豊能町人口ビジョン 

＜http://www.town.toyono.osaka.jp/page/page001702.html＞ 

 

5．健康まちづくりセミナーの運営 

 

今年度のセミナーの内容は大きく分けると「転

倒防止などをテーマとした体操」と「高齢者が増

加する中でのまちづくり」の2つである。表1は実

施したセミナーの内容である。 
 

表1 健康まちづくりセミナースケジュール 

 

6．「とよの健康体操」の企画と提案 

 

「とよの健康体操」は今年度「健まちネット」

が企画した豊能町オリジナル版の健康体操である。

この「とよの健康体操」の企画構成のポイントは，

①３分程で気軽にできる，②どんな曲のテンポに

も合わせられる，③楽しみながら転倒防止になる，

④立位でも座位でも行えるためどの世代の人でも

できる，の4点である。体操企画に際しては，武庫

川女子大学短期大学部健康・スポーツ学科OG江川

菫さん（健康運動士）に振り付けを依頼した。創

作した体操は2018年11月11日に行われたとよのま

つりで披露した。当日はたくさんの住民の方々が

集まってくださり，武庫女生が演じるステージに

合わせて一緒に体を動かしている方もおられた。 

 

7．外出先に関するアンケート 

 

7.1. アンケートの趣旨 

今回のアンケートで，豊能町に住む住民がどん

な暮らしをしているか，暮らしの上で不便に思っ

ていることは何か，について明らかにした。アン

ケートの実施イベントと回収数は以下の通りであ

り，回答者は全員60歳以上である。 

 
日時 イベント名 回収数 

9 月 18 日 介護予防講座 13 

9 月 19 日 介護予防講座 25 

9 月 23 日 健康まちづくりセミナー 23 

10 月初旬 希望ヶ丘老人クラブ 37 

 合計 98 

表 2 アンケート実施日と回収数 
 

7.2. アンケートの結果 

図3より，ときわ台地区の人の約47％が徒歩で買

い物に行っている。ときわ台地区には近くにスー

パー等の買い物できる場所が近くにあることがこ

のような結果となっているのだろう。一方，希望

30km 20km 10km
30km20km10km

実施回 日時 時間 場所 担当 セミナータイトル 

第１回 6月 10日
10:00 

12:00

保健福祉

センター
武岡先生

鍛える必要がある下肢筋力

―バランス・ストレッチ―

第２回 7月 28日
10:00 

12:00

保健福祉

センター

松原先生
これからも住み続けられるま

ちに向けて今できること 
伊藤 

第３回 9月 23日
10:00 

12:00

保健福祉

センター

武岡先生

「とよの健康体操」試作披露
江川さん

第４回 11月 11 日
10:00 

10:40

保健福祉

センター
武岡先生 豊能町で健やかに暮らそう

特別企

画 
11 月 11 日 11:35 

とよの 

まつり 

健康スポー

ツ学部学生
「とよの健康体操披露」 

第５回 12月 8日
10:00 

12:00

保健福祉

センター
松原先生 認知症とまちづくりについて

第６回 3月 9日
10:00 

12:00

保健福祉

センター

三好先生
これからも元気にたのしく暮

らせるまちづくり 
伊藤 
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ヶ丘地区は車を利用する人の割合が66％と最も高

く，ときわ台地区やその他の地区と比べて徒歩で

行く人の割合が10％と，とても低かった。 

図4より，外出時に「目的地までが遠い」と感じ

ている人は，希望ヶ丘地区の人が8人と最も多かっ

た。「道路坂の勾配」を障がいに感じている人は，

ときわ台地区の人が6人と最も多かった。また，「そ

もそも行く場所がない」と感じている人は希望ヶ

丘地区の人だけだった。 

図5より，年齢を重ねていくごとに「最期を家で

迎えたい」と思う人の割合が高くなっていった。

「しんどくなれば老人ホームに移りたい」と思っ

ている人は69歳以下の人の割合が50％と最も高く，

85歳以上の人で思っている人は1人もいなかった。 

 
図 3 住宅地別：買い物の移動手段 

 

 
図 4 住宅地別：外出時に障がいになっていること 

 

 
図 5 年齢別：住み続ける意向 

8．まとめ 

 

ときわ台地区の人は外出する際に自転車を利用

する人が他の地区に比べて少なかった。この理由

として，ときわ台地区の人は「外出時に障がいに

なっていること」についての質問で「道路坂の勾

配」を障がいに感じている人の割合が高いことか

ら，自転車での移動は厳しいからだと推察される。

さらに，ときわ台地区の人が徒歩で外出する人の

割合が高かったことから，ときわ台地区はスーパ

ーや病院など生活に必要な施設が近くに揃ってい

るからだと伺える。一方，希望ヶ丘地区の人は外

出の際車を利用する人の割合が高かった。この理

由として「外出時に障害になっていること」につ

いての質問で「目的地までが遠い」と感じている

人が多いことから，近くに必要な施設が揃ってい

ないからだと考えた。今後の暮らしについては，

69歳以下の人は「しんどくなれば老人ホームに移

りたい」と思っている人の割合が高かった。これ

は，自分自身の老後を心配したり，周りに迷惑を

かけたくないという思いから，このように思う人

が多いからだと推察される。しかし，年齢を重ね

るごとに「最期を家で迎えたい」と思う人の割合

が高くなっていった。これは，やはり最期は住み

慣れたところが良いという思いがあるからだと考

えた。 
 

9．参考文献 

 

・永井あすか：郊外住宅地での健康まちづくり 大阪府豊能町と

きわ台地区における実践的研究 ，2018 

・岡部弥咲：健康まちづくりの関する基礎的調査 大阪府豊能町

における提案 ，2017  
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